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表紙

第147 回

定時株主総会
招 集 ご 通 知

　

・2026年４月１日をもちまして、ユアサ商事
株式会社から『株式会社ＹＵＡＳＡ』へ商号
変更いたしました。

・株主総会にご出席の株主さまへのお土産の
ご用意はございません。何卒ご理解ください
ますようお願い申しあげます。

　

開催日時

2026年６月25日（木曜日）午前10時
受付開始 午前９時

開催場所

住友不動産神田ビル３階 ベルサール神田
東京都千代田区神田美土代町７番地

議 案
第１号議案　取締役10名選任の件
第２号議案　監査役２名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件
第４号議案　取締役等に対する株式報酬等の額及

び内容の一部改定の件

　

証券コード：8074
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株主の皆様へ

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　ここに、第147回定時株主総会招集ご通知をお届けいた
します。
　当社グループは、今年創業360年の大きな節目を迎えま
した。また、2026年３月期は長期ビジョン「ユアサビジ
ョ ン360」 及 び 中 期 経 営 計 画 「Growing Together 
2026」の最終年度でありました。基本方針として、モノ
づくり、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの分野に
おいてお取引先さまとともに「つなぐ」イノベーションに
より社会課題を解決し、新たな市場を創り、国内及び海外
に展開することで、企業価値の向上に取り組んでまいりま
した。
　また、2026年４月に、2036年の創業370周年を見据え
た長期ビジョン「YUASA vision370」と、2031年３月
ま で の ５ カ 年 を 対 象 と す る 中 期 経 営 計 画 「Reborn 
2031」を発表いたしました。この５年間を「攻めるため
の基盤強化」の期間と位置づけ、事業基盤、人財基盤、経
営基盤の強化に取り組んでまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支
援を賜りますよう衷心よりお願い申しあげます。

2026年６月
代表取締役社長

株主の皆さまへ
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株主の皆様へ

企 業 理 念
ＹＵＡＳＡグループは、地球環境との調和を機軸
として、世界のいかなる国、地域においても
双利共生の関係を重視し、企業活動を通じて、
より人間らしい豊かな社会づくりに貢献します。

誠実と信用
ＹＵＡＳＡグループは、世界の多様な民族、宗教、文化、習
慣、制度に対する認識と理解の上に、公正かつ堅実・誠実な
活動を通じて、信頼され認められる企業の確立に努めます。

進取と創造
ＹＵＡＳＡグループは、事業領域を弾力的かつ社会のニーズ
によって的確に把握し、イノベーションを志向する先進企業
集団の形成を目指します。
また、優れた技術・製品の導入及びシステム、サービスの開
発を行い、専門分野に精通した部門あるいはグループ企業を
通じて、無駄のない合理的な方法によって、顧客の皆さまに
満足を提供します。

人間尊重
ＹＵＡＳＡグループは、社員の個性と権利を尊重するととも
に、相互信頼と協調の精神に立脚した組織とルールのもと
に、起業家精神と革新的な発想を追求し、実践できる職場環
境の形成に注力します。社員は、各自の目標と責任を明確に
し、成果を追求するとともに、事業活動において創造性を発
揮することによって経営を分担します。会社は、活動の成果
に対しては成果配分を徹底し、社員の貢献に応えます。

　

目　次

第147回定時株主総会招集ご通知 … ３

　議決権行使についてのご案内 …… ５

株主総会参考書類 …………………… 7

　第１号議案　取締役10名選任の件  7
　第２号議案　監査役２名選任の件 … 15
　第３号議案　補欠監査役１名選任の件 … 17
　第４号議案　取締役等に対する株式報酬

等の額及び内容一部改定の件  

18

 事業報告 ……………………………… 23

　 １．企業集団の現況に関する事項 ……… 23
　 ２．会社の株式に関する事項 ……… 38
　 ３．会社役員に関する事項 ……… 39
　 ４．会計監査人の状況 …………… 45
　 ５．会社の体制及び方針 ………… 46

 連結計算書類 ………………………… 48

　連結貸借対照表 …………………… 48
　連結損益計算書 …………………… 49
　連結株主資本等変動計算書 ……… 50

 計算書類 ………………………………… 51

　貸借対照表 ………………………… 51
　損益計算書 ………………………… 52
　株主資本等変動計算書 …………… 53

 監査報告書 …………………………… 54
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狭義招集

株 主 各 位 証券コード8074
2026年６月４日

東京都千代田区神田美土代町７番地

代表取締役社長 田村　博之

当社ウェブサイト（https://www.yuasa.co.jp/ir/information/meeting）

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

第147回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第147回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっ
ており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第147回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下
の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　また上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ＹＵＡＳＡ」または「コード」に当社証券コード
「8074」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通
知／株主総会資料」欄よりご確認ください。

　なお、書面（郵送）またはインターネット等による議決権行使の方法は「議決権行使についてのご案内」（５頁から６
頁）をご参照のうえ、2026年６月24日（水曜日）午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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狭義招集

１．日　　時 2026年６月25日（木曜日）午前10時 （受付開始：午前９時）

２．場　　所
東京都千代田区神田美土代町７番地
住友不動産神田ビル３階　ベルサール神田
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目的事項

報告事項 １．第147期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告の内
容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

２．第147期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容
報告の件

決議事項 第１号議案　取締役10名選任の件
第２号議案　監査役２名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件
第４号議案　取締役等に対する株式報酬等の額及び内容の一部改定の件

４．議決権の行使に
ついてのご案内 ５頁から６頁の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

当社ウェブサイト ≫ https://www.yuasa.co.jp

記

以上
●電子提供措置事項のうち、事業報告の会社の新株予約権等に関する事項、業務の適正を確保するための体制、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び当社定款の

定めに従い、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載しておりますので、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。従いまして、当該書面
に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

●新中期経営計画「Reborn 2031」の詳細については、以下の当社ウェブサイトをご参照ください。
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

インターネット等で議決権
を行使する方法

株主総会に
ご出席する方法

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に各議案の賛否を
ご表示のうえ、ご返送ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

当日ご出席の際は、お手数ながら、
同封の議決権行使書用紙を会場受付
へご提出ください。

行使期限 行使期限 株主総会開催日時

2026年６月24日（水曜日）
午後５時到着分まで

2026年６月24日（水曜日）
午後５時入力完了分まで

2026年６月25日（木曜日）
午前10時

【第１号、第２号議案】
■ 全ての候補者に賛成の場合　 “賛” を○で囲んでください。
■ 全ての候補者を否認する場合 “否” を○で囲んでください。
■ 一部の候補者を否認する場合 “賛” を○で囲み、否認する候
    補者の番号を欄内に記載してください。

【第３号、第４号議案】
■ 賛成の場合 　“賛” を○で囲んでください。
■ 否認する場合 “否” を○で囲んでください。

議決権行使についてのご案内
　株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
　株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
　議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

第１号
議案 議案に対する賛否

但し を除く

但し を除く
第２号

賛 否
賛 否

賛 否

賛 否

第３号
第４号

議決権行使書のご記入方法 こちらに各議案の賛否をご記入ください。

見本

第１号
議案 議案に対する賛否

但し を除く

但し を除く
第２号

賛 否
賛 否

賛 否

賛 否

第３号
第４号

※各議案につきましては、賛否の記載が無い場合、“賛” の表示があったものとしてお取扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。１

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。３

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

２

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）

インターネット等による議決権行使のご案内

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
※書面(郵送)及びインターネット等の両方で議決権行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいた

します。またインターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとさせていただきます。
※午前２時30分から午前４時30分までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただくことができません。
※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。
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取締役選任議案

株主総会参考書類－議案及び参考事項

第１号議案 取締役10名選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位及び担当

１ た

田
 

　
む ら

村
 

　
ひ ろ

博
 

　
ゆ き

之 代表取締役社長執行役員
海外事業推進担当 再 任

　

２ む ら

村
 

　
や ま

山
 

　
ひ で

英
 

　
あ き

明 上席執行役員
社長補佐 新 任

　

３ は ま

濱
 

　
や す

安
 

　
 

　
 

　
まもる

守
常務取締役執行役員
営業部門統括
工業マーケット事業本部長

再 任
　

４ お お

大
 

　
む ら

村
 

　
た か

貴
 

　
お み

臣
取締役執行役員
営業部門副統括
建設マーケット事業本部長

再 任
　

５ た け

竹
 

　
お

尾
 

　
ま れ

希
 

　
す け

典 取締役執行役員
住環境マーケット事業本部長 再 任

　

６ す ず

鈴
 

　
き

木
 

　
の ぶ

啓
 

　
よ し

由 上席執行役員
経営管理部門副統括 新 任

　

７ ひ ら

平
 

　
い

井
 

　
よ し

嘉
 

　
ろ う

朗 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

８ み つ

光
 

　
な り

成
 

　
み

美
 

　
き

樹 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

９ ま ち

町
 

　
だ

田　
ゆ

悠
き

生
こ

子 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

10 の

野
 

　
せ

瀬
 

　
ひ ろ

裕
 

　
ゆ き

之 ― 新 任 社 外 独 立
　

再 任
　
再任取締役候補者 新 任

　
新任取締役候補者 社 外

　
社外取締役候補者 独 立

　
証券取引所の定めに基づく独立役員

　現任の取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営の透
明性と健全性を維持し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、社外取締役４名を含
む取締役10名（新任の取締役３名。うち、１名は社外取締役）の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案については、ガバナンス諮問委員会の答申を受けております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

7
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取締役選任議案

氏名 当社における地位及び主な担当 企業経営 マーケティング 組織・
人材開発 財務・会計

法務・
リスク

マネジメント
グローバル

田　村　博　之 代表取締役会長執行役員
海外事業推進担当 〇 〇 〇 〇

村　山　英　明 代表取締役社長CEO執行役員 〇 〇 〇 〇

濱　安　　　守
専務取締役執行役員
営業部門統括
工業マーケット事業本部長

〇 〇 〇 〇

大　村　貴　臣
取締役執行役員
営業部門副統括
建設マーケット事業本部長

〇 〇 〇

竹　尾　希　典 取締役執行役員
住環境マーケット事業本部長 〇 〇 〇

鈴　木　啓　由
取締役執行役員
経営管理部門統括
地域・グループ担当

〇 〇 〇

平　井　嘉　朗 社外取締役 〇 〇 〇 〇

光　成　美　樹 社外取締役 〇 〇 〇

町　田　悠生子 社外取締役 〇 〇

野　瀬　裕　之 社外取締役 〇 〇 〇 〇

（参考）本定時株主総会後の取締役のスキルマトリックス

※各取締役のこれまでの経験をもとに、特に期待する専門的な知見を有する分野について４つまで記載しており、有
する全ての知見や経験を表すものではありません。

8
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取締役選任議案

候補者番号 １ た

田
む ら

村
 

　
ひ ろ

博
ゆ き

之（1959年７月16日生）
所有する当社の株式数 9,800株
取締役会への出席状況 13回/14回　

再　任 　

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1982年    4 月 当社入社
    1997年    4 月 YUASA MECHATRONICS(M)SDN. BHD.社長
    2000年    3 月 YUASA WARWICK MACHINERY LTD.社長

2002年    10月 YUASA SHOJI EUROPE B.V.社長
    2007年    4 月 当社ファクトリーソリューション本部長
    2009年    4 月 当社執行役員ファクトリーソリューション本部長
    2010年    6 月 当社取締役執行役員海外事業推進担当兼ファクトリーソリューション本部長
    2013年    6 月 当社常務取締役執行役員海外事業推進担当兼ファクトリーソリューション本部長
    2014年    4 月 当社常務取締役執行役員工業マーケット事業本部長兼海外事業推進担当兼

ファクトリーソリューション本部長
    2016年    4 月 当社専務取締役執行役員工業マーケット事業本部長兼海外事業推進担当
    2017年    4 月 当社代表取締役社長執行役員
    2021年    4 月 当社代表取締役社長執行役員兼海外事業推進担当（現任）

取締役候補者とした理由
田村博之氏は、取締役執行役員工業マーケット事業本部長などを歴任し、産業機器部門及び工業機械部門を熟知するととも
に、当社海外子会社の代表及び海外事業推進担当取締役を務めるなど、海外事業においても豊富な経験と実績を有しておりま
す。また、2017年４月に当社代表取締役社長に就任以来、優れた経営手腕を発揮しており、今後は代表取締役会長として、
当社及び当社グループの発展に貢献いただくことが適当と判断し、候補者といたしました。

　　

候補者番号 ２ む ら

村
や ま

山
 

　
ひ で

英
あ き

明（1970年７月３日生）
所有する当社の株式数 500株
取締役会への出席状況 －　

新　任
　

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1994年    4 月 当社入社
    2016年    10月 東洋産業㈱（現ユアサクオビス㈱）代表取締役社長

2019年    1 月 ユアサクオビス㈱代表取締役社長
2023年    4 月 当社執行役員ユアサクオビス㈱代表取締役社長
2024年    4 月 当社執行役員経営管理部門副統括
2026年    4 月 当社上席執行役員社長補佐（現任）
取締役候補者とした理由
村山英明氏は、執行役員として当社子会社であるユアサクオビス㈱の代表取締役社長などを歴任し、建材及び住設・管材・空
調部門を熟知するとともに、経営管理部門副統括として、当社及び当社グループのガバナンス強化並びに経営基盤の強化に取
り組み、豊富な経験と実績を有しております。今後は代表取締役社長CEOとして、その知見と優れた経営手腕を当社及び当
社グループの発展のために活かしていただくことが適当と判断し、候補者といたしました。 　　
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取締役選任議案

候補者番号 ３ は ま

濱
や す

安
 

　
 

　
まもる

守（1961年５月31日生）
所有する当社の株式数 2,300株
取締役会への出席状況 14回/14回

　

再　任
　

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1984年    4 月 当社入社
    2011年    4 月 当社ファクトリーソリューション本部次長
    2012年    4 月 湯浅商事（上海）有限公司総経理兼営業統括
    2014年    4 月 当社東アジアエリア統括兼湯浅商事（上海）有限公司董事長・総経理
    2015年    4 月 当社執行役員東アジアエリア統括兼湯浅商事（上海）有限公司董事長・総経理
    2016年    12月 当社執行役員ユアサテクノ㈱（現 ユアサネオテック㈱）代表取締役社長
    2021年    4 月 当社執行役員ユアサネオテック㈱代表取締役社長
    2021年    6 月 当社上席執行役員ユアサネオテック㈱代表取締役社長
    2022年    4 月 当社上席執行役員工業マーケット事業本部長
    2022年    6 月 当社取締役執行役員工業マーケット事業本部長

2024年    4 月 当社常務取締役執行役員営業部門統括兼工業マーケット事業本部長（現任）
取締役候補者とした理由
濱安守氏は、執行役員及び上席執行役員として当社海外子会社の代表や当社子会社であるユアサネオテック㈱の代表取締役社
長、工業マーケット事業本部長などを歴任し、産業機器部門及び工業機械部門を熟知し、豊富な経験と実績を有しておりま
す。今後も工業分野全般の事業強化の一翼を担っていただくとともに、営業部門統括として当社及び当社グループの発展に貢
献いただくことが適当と判断し、候補者といたしました。 　　

候補者番号 ４ お お

大
む ら

村　
た か

貴
お み

臣（1968年４月27日生）
所有する当社の株式数 1,900株
取締役会への出席状況 14回/14回　

再　任
　

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1993年    10月 マクロス㈱（現 ユアサマクロス㈱）入社
    2002年    4 月 マクロス㈱統括部長
    2012年    4 月 ユアサマクロス㈱取締役統括部長
    2015年    4 月 ユアサマクロス㈱代表取締役社長
    2018年    4 月 当社執行役員建材本部長

2023年    4 月 当社上席執行役員建設マーケット事業本部長
2023年    6 月 当社取締役執行役員建設マーケット事業本部長
2024年    4 月 当社取締役執行役員営業部門副統括兼建設マーケット事業本部長（現任）
取締役候補者とした理由
大村貴臣氏は、当社子会社であるユアサマクロス㈱の代表取締役社長や執行役員建材本部長などを歴任し、取締役建設マーケ
ット事業本部長として、建設機械・建材部門を熟知し、豊富な経験と実績を有しております。今後も建設分野全般の事業強化
の一翼を担っていただくとともに、営業部門副統括として当社及び当社グループの発展に貢献いただくことが適当と判断し、
候補者といたしました。 　　
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取締役選任議案

候補者番号 ５ た け

竹
お

尾　
ま れ

希
す け

典（1968年８月24日生）
所有する当社の株式数 1,300株
取締役会への出席状況 14回/14回

　

再　任
　

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年    4 月 当社入社
    2012年    4 月 ㈱マルボシ代表取締役社長
    2015年    4 月 当社東部・西部住環境本部次長

2018年    4 月 当社東部・西部住環境本部副本部長
2019年    4 月 当社西部住環境本部長
2020年    4 月 当社執行役員西部住環境本部長
2022年    4 月 当社執行役員東部住環境本部長
2024年    4 月 当社上席執行役員住環境マーケット事業本部長兼スマートエネルギー事業部長
2024年    6 月 当社取締役執行役員住環境マーケット事業本部長兼スマートエネルギー事業部長
2026年    4 月 当社取締役執行役員住環境マーケット事業本部長（現任）
取締役候補者とした理由
竹尾希典氏は、執行役員西部及び東部住環境本部長を歴任し、取締役住環境マーケット事業本部長として、住設・管材・空調
部門を熟知し、豊富な経験を有しております。今後も住環境分野全般の事業強化の一翼を担っていただくとともに、当社及び
当社グループの発展に貢献いただくことが適当と判断し、候補者といたしました。 　　

候補者番号 6 す ず

鈴
き

木　
の ぶ

啓
よ し

由（1966年10月18日生）
所有する当社の株式数 900株
取締役会への出席状況 －

　

新　任
　

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年    4 月 当社入社
2018年    4 月 当社東部・西部住環境本部副本部長
2022年    4 月 当社西部住環境本部長
2023年    4 月 当社執行役員 西部住環境本部長
2024年    4 月 当社執行役員 東部住環境本部長
2026年    4 月 当社上席執行役員経営管理部門副統括（現任）
取締役候補者とした理由
鈴木啓由氏は、執行役員西部及び東部住環境本部長などを歴任し、住設・管材・空調部門を熟知し、豊富な経験を有しており
ます。今後は経営管理部門統括取締役として当社及び当社グループのガバナンス強化並びに経営基盤の強化に取り組み、その
知見を当社及び当社グループの発展のために活かしていただくことが適当と判断し、候補者といたしました。 　　
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取締役選任議案

候補者番号 ７ ひ ら

平
い

井　
よ し

嘉
ろ う

朗（1961年１月26日生）
所有する当社の株式数 0株
取締役会への出席状況 14回/14回　

再　任
社外取締役候補者

独立役員
　　

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1984年    4 月 旧㈱イトーキ入社
    2009年    7 月 ㈱イトーキ人事部長
    2012年    5 月 同社営業戦略統括部長
    2013年    1 月 同社執行役員営業戦略統括部長
    2015年    1 月 同社執行役員
    2015年    3 月 同社代表取締役社長
    2022年    3 月 同社特別顧問（2023年３月退任）
    2023年    1 月 オープンワーキング㈱代表取締役社長（現任）

2023年    6 月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）オープンワーキング㈱代表取締役社長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
平井嘉朗氏は、長年にわたり企業人として㈱イトーキの経営に携わり、経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、独立
した客観的立場からの監督・助言機能が期待できるものと判断して社外取締役候補者といたしました。なお、当社はオープンワーキング㈱
が主催するセミナー等の参加費用の支払がありますが、その額が年額1.5百万円以内であり、同社にとって当社への経済的依存度が生じる
ほどに多額ではなく、「主要な取引先」に該当するものではありません。以上のことから、同氏は独立性を有していると判断しておりま
す。同氏が選任された場合は、ガバナンス諮問委員会委員として当社の取締役の選任及び解任、報酬等を始めとしたガバナンス関連事項に
対し、中立的な立場で監督機能を担っていただくとともに、サステナビリティ推進委員会委員として、ＥＳＧの重要課題を含めたサステナ
ビリティに資する経営推進に係る事項について助言・答申をいただく予定です。　 　

候補者番号 ８ み つ

光
な り

成　
み

美
き

樹（1972年２月29日生）
所有する当社の株式数 0株
取締役会への出席状況 14回/14回　

再　任

社外取締役候補者
独立役員

　　

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1994年    4 月 東急不動産㈱入社
    2001年    2 月 富士総合研究所㈱（現 みずほリサーチ＆テクノロジー㈱）入社
    2011年    9 月 ㈱ＦＩＮＥＶ代表取締役（現任）
    2020年    3 月 ㈱船井総研ホールディングス社外取締役（2023年３月退任）
    2020年    6 月 公益財団法人日本適合性認定協会 理事（非常勤）（現任）
    2020年    6 月 ㈱ヤマダホールディングス社外取締役（現任）
    2022年    6 月 ㈱ソラスト社外取締役（現任）

2023年    6 月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）㈱ＦＩＮＥＶ代表取締役

公益財団法人日本適合性認定協会 理事（非常勤）
㈱ヤマダホールディングス社外取締役
㈱ソラスト社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
光成美樹氏は、企業のサステナビリティに関するコンサルティング業務に携わり、公的機関の理事を務めるなど高い見識を持つととも
に、自らコンサルティング会社の経営に携わっていることから、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待できるものと判断して
社外取締役候補者といたしました。なお、当社は同氏が代表取締役を務める㈱ＦＩＮＥＶと当社グループのサステナビリティ推進に関す
る方針、体制整備や情報開示に係る助言を求めるため、コンサルティング契約を締結しておりますが、その契約額は年額10百万円以内
であり、同社にとって当社への経済的依存度が生じるほどに多額ではありません。また、当社及び当社グループは㈱ヤマダホールディン
グス及びその連結子会社と電気機械器具等の売買などの取引がありますが、その取引額は当社の2026年3月期の連結売上高の１％未満
及び㈱ヤマダホールディングスの2026年３月期の連結売上高の１％未満であり、「主要な取引先」に該当するものではなく、その取引
条件も当社と関係を有しない他の事業者と同様のものであります。以上のことから、同氏は独立性を有していると判断しております。同
氏が選任された場合は、ガバナンス諮問委員会委員として当社の取締役の選任及び解任、報酬等を始めとしたガバナンス関連事項に対
し、中立的な立場で監督機能を担っていただくとともに、サステナビリティ推進委員会委員として、ＥＳＧの重要課題を含めたサステナ
ビリティに資する経営推進に係る事項について助言・答申をいただく予定です。 　　 12
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取締役選任議案

候補者番号 ９ ま ち

町
だ

田
 

　
ゆ

悠
き

生
こ

子（1984年３月24日生）
所有する当社の株式数 0株
取締役会への出席状況 14回/14回　

再　任
社外取締役候補者

独立役員
　　

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    2009年    12月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

新四谷法律事務所入所
    2012年    6 月 五三・町田法律事務所設立

同事務所パートナー（現任）
    2017年    4 月 第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長(現任）
    2023年    8 月 東洋電機製造株式会社社外取締役（現任）
    2023年    10月 東京紛争調整委員会委員（現任）

2024年    6 月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）五三・町田法律事務所パートナー

第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長
東洋電機製造株式会社社外取締役
東京紛争調整委員会委員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
町田悠生子氏は、弁護士の資格を有し、特に労働法務について高い識見を有し、女性活躍やハラスメントに関する執筆、講演
等も多数行っております。また、上場会社における社外役員の経験を有しており、その経験から当社取締役会の意思決定の適
法性・妥当性を確保するための助言・提言と当社人事・労務の課題に関する助言・提言を期待できるため、社外取締役候補者
といたしました。なお、当社は同氏が所属する五三・町田法律事務所の他のパートナー弁護士との間で、当社の人事・労務に
係る助言を求めるため、コンサルティング契約を締結したことがありますが、その契約額は年間1.5百万円以内であり、ま
た、過去に個別の訴訟事案があった際にも、同弁護士及び町田悠生子氏との契約総額は年間４百万円を超えることはなく、同
事務所にとって当社への経済的依存度が生じるほどに多額ではありません。また、社外取締役を務める東洋電機製造㈱との間
には取引関係はありません。以上のことから、同氏は独立性を有していると判断しており、同氏が選任された場合は、ガバナ
ンス諮問委員会委員として当社の取締役の選任及び解任、報酬等を始めとしたガバナンス関連事項に対し、中立的な立場で監
督機能を担っていただくとともに、サステナビリティ推進委員会委員として、ＥＳＧの重要課題を含めたサステナビリティに
資する経営推進に係る事項について助言・答申をいただく予定です。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で
会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判
断しております。 　　
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取締役選任議案

候補者番号 10 の

野
せ

瀬
 

　
ひ ろ

裕
ゆ き

之 （1963年２月３日生）
所有する当社の株式数 0株
取締役会への出席状況 －　

新　任
社外取締役候補者

独立役員
　　

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年    4 月 サッポロビール㈱（現 サッポロホールディングス㈱）入社
2015年    3 月 サッポロホールディングス㈱取締役戦略企画部長
2019年    3 月 サッポロビール㈱（新会社）取締役常務執行役員営業本部長
2020年    3 月 サッポロビール㈱取締役常務執行役員マーケティング本部長国内営業部門管掌
2021年    3 月 サッポロビール㈱代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務グループ執行役員
2023年    6 月 ㈱帝国ホテル社外取締役（現任）
2025年    3 月 サッポロビール㈱会長（現任）

（重要な兼職の状況）サッポロビール㈱会長
㈱帝国ホテル社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
野瀬裕之氏は、長年にわたり企業人としてサッポロビール㈱及びサッポロホールディングス㈱の経営に携わり、経営者として
の豊富な経験と高い見識を有していることから、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待できるものと判断して社外
取締役候補者といたしました。なお、当社及び当社グループと同氏及び兼職先との間に特別の関係はなく、同氏は独立性を有
していると判断しており、同氏が選任された場合は、ガバナンス諮問委員会委員として当社の取締役の選任及び解任、報酬等
を始めとしたガバナンス関連事項に対し、中立的な立場で監督機能を担っていただくとともに、サステナビリティ推進委員会
委員として、ＥＳＧの重要課題を含めたサステナビリティに資する経営推進に係る事項について助言・答申をいただく予定で
す。 　　

（注）１ 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
２ 平井嘉朗、光成美樹、町田悠生子及び野瀬裕之の４氏は社外取締役候補者であります。なお、４氏は東京証券取引所の定める独立性基準

を満たしており、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
３ 平井嘉朗、光成美樹及び町田悠生子の３氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は平井及び光成両氏が３年、町田氏が２年であ

ります。
４ 当社は平井嘉朗、光成美樹及び町田悠生子の３氏との間で、会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結しております。なお、３

氏の再任が承認された場合は、３氏との当該契約を継続する予定であります。また、野瀬裕之氏との間に同責任限定契約を締結する予定
であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額であります。

５ 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提
起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしておりま
す。当該保険契約の内容の概要は、事業報告「会社役員に関する事項」に記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に選任され就任し
た場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

６ YUASA WARWICK MACHINERY LTD.は2008年９月に保有株式を全て売却いたしました。
７ YUASA SHOJI EUROPE B.V.は2005年８月に会社を清算いたしました。
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監査役選任議案

第２号議案 監査役２名選任の件

候補者番号 １ ま え

前
だ

夛  
 

　
たけし

威（1961年７月25日生）

所有する当社の株式数 2,300株
取締役会への出席状況 14回/14回
監査役会への出席状況 14回/14回　

再　任 　

■ 略歴、地位及び重要な兼職の状況
1984年    4 月 当社入社
2007年    4 月 当社財務部次長
2012年    4 月 当社関西支社副支社長
2014年    4 月 当社関連事業部長
2016年    4 月 当社財務部長
2020年    4 月 当社関西支社副支社長兼大阪管理部長
2022年    4 月 当社監査役室
2022年    6 月 当社常勤監査役（現任）

監査役候補者とした理由
前夛威氏は、当社の財務部門及び当社の経営管理部門で長年にわたる経理業務、経営管理業務に関する経験及び当社
常勤監査役としての実績を有しており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものと判断し、候補者といたしま
した。　

　監査役前夛威及び本田光宏の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の
選任をお願いするものであります。
　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。
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監査役選任議案

候補者番号 ２ ほ ん

本
だ

田
 

　
み つ

光
ひ ろ

宏（1961年７月７日生）

所有する当社の株式数 0株
取締役会への出席状況 14回/14回
監査役会への出席状況 14回/14回　

再　任
社外監査役候補者

独立役員
　　

■ 略歴、地位及び重要な兼職の状況
    1984年    4 月 国税庁入庁
    2010年    7 月 高松国税局総務部長
    2012年    7 月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授（2026年３月退任）
    2013年    5 月 ＴＯＭＡ税理士法人国際税務顧問（現任）
    2017年    4 月 公益財団法人租税資料館研究助成等選考委員（現任）
    2017年    8 月 国際連合 国際租税協力専門家委員会委員（2021年６月退任）

2018年    6 月 当社社外監査役（現任）
2021年 ９ 月 横浜冷凍㈱社外取締役（現任）
2026年    4 月 早稲田大学大学院会計研究科教授（現任）

社外監査役候補者とした理由
本田光宏氏は社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり国税庁に
おいて、また大学院教授として培ってきた税務の専門家としての知識を有しており、幅広い知識を活かした、独立か
つ中立の立場から客観的な監査意見を表明していただけるものと期待しております。また、長年にわたり培われた税
務及び会計に関する十分な知見を有することから、独立した視点で企業会計及び税務に関して適切なモニタリングが
実行され、取締役会等において会社経営の安定性や健全性を見極め、内部者とは異なった大局的かつ長期的見地から
厳正中立な立場で監査を遂行できる能力と経営陣に対する鋭いチェック機能を有していると判断し、候補者といたし
ました。なお、当社及び当社グループと同氏及び兼職先との間に特別の関係はなく、同氏は独立性を有していると判
断しており、同氏が選任された場合は、ガバナンス諮問委員会委員として当社の取締役の選任及び解任、報酬等を始
めとしたガバナンス関連事項に対し、中立的な立場で監督機能を担っていただく予定です。　

（注）１ 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
２ 本田光宏氏は、社外監査役候補者であり、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお

ります。
３ 本田光宏氏は、当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は８年であります。
４ 当社は本田光宏氏との間で、会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合は、

同氏との当該契約を継続する予定であります。また、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額であります。
５ 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提

起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしておりま
す。当該保険契約の内容の概要は、事業報告「会社役員に関する事項」に記載のとおりです。なお、両候補者が監査役に選任され就任し
た場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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補欠監査役選任議案

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

ま す

増
だ

田
 

　
ま さ

正
し

志（1949年４月20日生） 所有する当社の株式数 0株　
補欠の社外監査役候補者

独立役員

■ 略歴
    1980年    11月 監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
    1984年    3 月 公認会計士登録
    2012年    6 月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
    2014年    6 月 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟監事（非常勤）（現任）
    2021年    6 月 公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団監事（非常勤）（現任）

補欠の社外監査役候補者とした理由
増田正志氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公的法人等の監事などを務めるとともに、公認会計
士として豊富な経験と実績を有しており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものと判断し、補欠の社外監査
役候補者といたしました。　

（注）１ 増田正志氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２ 増田正志氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３ 増田正志氏が監査役に就任された場合には、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る

予定であります。
４ 増田正志氏が社外監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結する予定であり

ます。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額であります。
５ 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提

起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしておりま
す。当該保険契約の内容の概要は、事業報告「会社役員に関する事項」に記載のとおりです。なお、候補者が補欠監査役に選任され、監
査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定してお
ります。

　監査役の員数が、法令に定める基準を満たさない場合に備え、補欠の社外監査役１名の選任をお願いす
るものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は次のとおりであります。
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取締役等に対する株式報酬等の額及び内容の一部改定議案

第４号議案 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容の一部改定
の件

改定前 改定後

対象とする期間（以下、「対象
期間」といいます。）

中期経営計画に対応する連続する３事業
年度

中期経営計画に対応する連続する
事業年度（今般の改定後当初につ
いては連続する５事業年度）

当社が拠出する金員の上限 対象期間を対象として合計540百万円
180百万円に対象期間を乗じた金
額（今般の改定後当初の５事業年
度については900百万円）

本信託から取締役等に交付等が
なされる当社株式等の数の上限 １事業年度当たり56,000ポイント

56,000ポイントに対象期間を乗
じた数（今般の改定後当初の５事
業年度については280,000ポイン
ト）

業績達成条件の内容

中期経営計画に掲げる会社業績指標（現
行の中期経営計画では、連結売上高、連
結経常利益及び親会社株主に帰属する当
期純利益）の達成度等に応じて変動

中期経営計画に掲げる業績指標の
達成度等に応じて変動

１．提案の理由及び当該報酬を相当とする理由
当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下本議案において同

じ。）及び委任契約を締結している執行役員（国内非居住者を除きます。以下、取締役
と併せて「取締役等」といいます。）の報酬は、「基本報酬」、「賞与」及び「業績連
動株式報酬」で構成されております。業績連動株式報酬については信託（以下、「本信
託」といいます。）を活用しており、2018年６月22日開催の第139回定時株主総会
（以下、「第139回総会」といいます。）におけるご承認に基づき、原則として、当社
の中期経営計画の期間に対応した３事業年度を対象として当社が本信託に拠出する金員
の上限は合計540百万円、本信託から取締役等に交付及び給付（以下、「交付等」とい
います。）がなされる当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下、「当社
株式等」といいます。）の数の上限は１事業年度当たり56,000ポイント（56,000株相
当）としております。

今般、2026年度に開始する中期経営計画「Reborn 2031」の対象が５事業年度に
なること等を踏まえ、業績連動株式報酬の額及び内容を一部改定することといたしたい
と存じます（以下、改定後の業績連動株式報酬を「本制度」といいます。）。

改定内容は下表のとおりであり、これ以外の内容については第139回総会でご承認い
ただいた内容から変更はございません。
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取締役等に対する株式報酬等の額及び内容の一部改定議案

①本議案の対象となる当社株式等
の交付等の対象者

・当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除きます。）
・当社と委任契約を締結している執行役員（国内非居住者を除きます。）

②本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響
当 社 が 拠 出 す る 金 員 の 上 限
（下記（２）のとおりです。）

180百万円に対象期間を乗じた金額（今般の改定後当初の５事業年度につい
ては900百万円）

本信託から取締役等に交付等がな
される当社株式等の数の上限及び
当社株式の取得方法（下記（２）
及び（３）のとおりです。）

・56,000ポイントに対象期間を乗じた数（今般の改定後当初の５事業年度
については280,000ポイント）
・１事業年度当たりに取締役等に付与されるポイントの総数の上限に相当す
る株式数の発行済株式の総数（2026年３月31日時点であり、自己株式控除
後）に対する割合は約0.26％
・当社株式は、株式市場または当社（自己株式処分）から取得予定。なお、
本制度については、株式市場から取得するため、本制度による株式価値の希
薄化は生じません

本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な
業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としており、改定内容は相当
であると考えております。

本議案は、2021年６月24日開催の第142回定時株主総会におけるご承認に基づく報
酬限度額（年額380百万円以内。うち、社外取締役50百万円以内）とは別枠で、取締
役等に対して株式報酬を支給する旨のご承認をお願いするものであります。

本制度の対象となる取締役の員数は、第１号議案「取締役10名選任の件」が原案ど
おり承認可決されますと６名となります。また、本制度の対象となる取締役を兼務しな
い執行役員（上席執行役員を含む。）は18名であります。

また、上記のとおり、本制度は、執行役員も対象としており、本制度に基づく報酬に
は、執行役員に対する報酬も含まれますが、本議案ではそれらの執行役員が本制度の対
象期間中に新たに取締役に就任する可能性があることを踏まえ、本制度に基づく報酬の
全体につき、取締役等の報酬等として、その額及び内容の一部改定を提案するものであ
ります。

２．本制度における報酬等の額・内容等
（１）本制度の概要

本制度は、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として本信託を通じて当社株式
が取得され、取締役等に当社株式等の交付等を行う株式報酬制度です。（詳細は下記
（２）以降のとおりです。）

19



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

2026/05/26 11:44:13 / 25301897_株式会社ＹＵＡＳＡ_招集通知_電子提供措置用

取締役等に対する株式報酬等の額及び内容の一部改定議案

③ 業 績 達 成 条 件 の 内 容 （ 下 記
（３）のとおりです。）

・中期経営計画に掲げる業績指標の達成度等に応じて変動
・今般の改定後当初の５事業年度については、経常利益額、ＲＯＩＣ及び海
外売上高を指標として採用予定

④取締役等に対する当社株式等の
交付等の時期（下記（４）のとお
りです。）

・原則として取締役等の退任時

（２）当社が拠出する金員の上限
本制度は、中期経営計画に対応する連続する事業年度を対象期間とします。本

（２）第４段落の信託期間の延長が行われた場合には、以降の各中期経営計画の期間
に対応した連続する事業年度を対象期間とします。

当社は、対象期間ごとに拠出する信託金の上限を、180百万円に当該対象期間を乗
じた金額（今般の改定後当初の５事業年度については900百万円）としたうえで、か
かる信託金を取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を充足する取締役等を受益
者とする対象期間に対応する期間の本信託を設定（本（２）第４段落の信託期間の延
長を含みます。以下同じ。）します。なお、１事業年度当たりの上限については、第
139回総会でご承認いただいた内容から変更はございません。

本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を株式
市場または当社（自己株式処分）から取得します。当社は、信託期間中、取締役等に
対するポイント（下記（３）のとおりです。）の付与を行い、本信託は当社株式等の
交付等を行います。

なお、本信託の信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約
の変更及び追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。その場
合、その時点において当社が掲げる中期経営計画の対象となる事業年度が新たな対象
期間となり、当該期間に応じた年数について本信託の信託期間を延長します。当社
は、延長された信託期間ごとに、本株主総会の承認決議を得た、本信託に拠出する信
託金の上限額の範囲内で追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役等
に対するポイントの付与を継続し、本信託は当社株式等の交付等を継続します。ただ
し、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内
に残存する当社株式（取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が
未了であるものを除きます。）及び金銭（以下、「残存株式等」といいます。）があ
るときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、本株主総会で承認
決議を得た範囲内とします。この信託期間の延長は、一度だけに限らず、その後も同
様に行うことがあります。
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取締役等に対する株式報酬等の額及び内容の一部改定議案

また、信託期間の終了時（上記の信託期間の延長が行われた場合には延長後の信託
期間の満了時）に、受益者要件を満たす可能性のある取締役等が在任している場合に
は、それ以降、取締役等に対するポイントの付与は行われませんが、当該取締役等に
対する当社株式等の交付等が完了するまで、最長で10年間、本信託の信託期間を延
長させることがあります。

（３）取締役等が取得する当社株式等の数の算定方法及び上限
信託期間中、毎年所定の時期に以下の２種類のポイントが付与され、原則として取

締役等の退任時に、それぞれのポイントの累積値（以下、「累積ポイント」といいま
す。）に応じて当社株式等の交付等が行われます。

①固定ポイント：役位に応じて定められたポイント
②変動ポイント：役位に応じて定められたポイントで、対象期間の満了後に中期経

営計画に掲げる業績指標の達成度等に応じ、当該対象期間に付与したかかるポイント
の合計値の加減算を行うもの（今般の改定後の５事業年度については、経常利益額、
ＲＯＩＣ及び海外売上高を指標として採用予定）

なお、１ポイントは当社株式１株とし、本信託内の当社株式が株式の分割、株式無
償割当て、株式の併合等によって増加または減少した場合、当社は、その増加または
減少の割合に応じて、１ポイント当たりの交付等が行われる当社株式の数を調整しま
す。

今般の改定後当初の信託期間中に取締役等に対して付与されるポイント数の上限
は、56,000ポイントに対象期間の５を乗じたポイント数（対象期間の満了後に行う
中期経営計画に掲げる業績指標の達成度等による加算が最大値となる場合を前提とし
た上限）とし、本信託の信託期間中に取締役等が本信託から交付等を受けることがで
きる当社株式等の数の上限は、当該上限ポイント数に相当する株式数とします（以
下、「上限交付株式数」といいます）。そのため、５事業年度を対象とする今般の改
定後当初の対象期間中に対応する上限交付株式数は、280,000株となります。上記
のポイントの調整がなされた場合、その調整に応じて、上限交付株式数も調整されま
す。

上記（２）により本信託の継続が行われた場合、延長された信託期間における上限
交付株式数は、かかる１事業年度当たりの上限数に延長された信託期間の年数を乗じ
た数に相当する株式数とします。この上限交付株式数は、上記（２）の信託金上限額
を踏まえて、直近の株価等を参考に設定しています。なお、１事業年度当たりの上限
については、第139回総会でご承認いただいた内容から変更はございません。
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取締役等に対する株式報酬等の額及び内容の一部改定議案

（４）取締役等に対する当社株式等の交付等の時期
受益者要件を充足した取締役等は、当該取締役等の退任時に、上記（３）に基づき

算出される数の当社株式等の交付等を受けるものとします。このとき、当該取締役等
は、累積ポイントの50％に相当する数の当社株式（単元未満株式は切り捨て）につ
いて交付を受け、残りについては本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭
の給付を受けるものとします。

なお、信託期間中に取締役等が死亡した場合、その時点で付与されている累積ポイ
ントに応じた当社株式について、そのすべてを本信託内で換価した上で、その換価処
分相当額の金銭の給付を当該取締役等の相続人が受けるものとします。

また、信託期間中に取締役等が国内非居住者となる場合、その時点で付与されてい
る累積ポイントに応じた当社株式について、そのすべてを本信託内で換価した上で、
その換価処分相当額の金銭の給付を当該取締役等が受けるものとします。

（５）本信託内の当社株式に関する議決権
本信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議

決権は行使されないものとします。

（６）その他の本制度の内容
本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信

託への追加拠出の都度、取締役会において定めます。

以　上
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概況

事業報告（ 2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日 か ら 2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日 ま で ）

１ 企業集団の現況に関する事項

526,569

第145期
2024年３月期

528,387

第146期
2025年３月期

545,027

第147期
2026年３月期

連結売上高（単位：百万円）▍

14,723

第145期
2024年３月期

15,761

第146期
2025年３月期

16,740

第147期
2026年３月期

連結営業利益（単位：百万円）▍

15,737

第145期
2024年３月期

16,010

第146期
2025年３月期

17,236

第147期
2026年３月期

連結経常利益（単位：百万円）▍

11,812

第145期
2024年３月期

10,242

第146期
2025年３月期

12,020

第147期
2026年３月期

親会社株主に帰属する
当期純利益（単位：百万円）

▍

本書に記載しておりますグラフ、写真、図表等はご参考情報です。

■1 事業の経過及びその成果
(１) 概況
　当連結会計年度（2025年４月１日～2026年３月31日）におけるわが国経済は、建設業や物流業を中心に人手
不足が常態化しているものの、所得環境などに改善がみられ景気は緩やかな回復が続きました。一方、米国の通商
政策や地政学リスクなどにより先行きは引き続き不透明な状況となりました。
　工業分野では、自動車関連産業が通商政策の影響を受けたものの、一部の半導体や航空機関連産業などに底堅い
設備投資需要がみられました。住宅分野では、「省エネ基準」の適合義務化などにより戸建て住宅を中心に新設住
宅着工戸数に落ち込みがみられた一方、機能性の高い商品の需要が堅調に推移しました。建設分野では、社会イン
フラ整備に関連する需要が高まりました。
　海外では、米国の通商政策等の影響により先行きに不透明感がみられましたが、インドやインドネシアなど東南
アジア地域で景気が底堅く推移しました。一方、中国では景気の停滞感がみられました。
　このような状況の中、創業360年を迎える2026年３月期は「ユアサビジョン360」並びに中期経営計画
「Growing Together 2026」の最終年度であり、「風土改革」「DX推進」「サステナビリティ推進」による企
業価値の向上に引き続き取り組み、モノづくり、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの分野において、「モノ
売り」と「コト売り」の両面でマーケットアウト型へのビジネス変革を推進しました。
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概況

140.0

80.0

60.0

第144期
2023年３月期

182.0

96.0

86.0

第145期
2024年３月期

190.0

118.0

72.0

第146期
2025年３月期

190.0

114.0

76.0

第147期
2026年３月期

■ 期末
■ 中間

（単位：円）

１株当たり配当金の推移

　「風土改革」では、働きがい向上と人間尊重をテーマとしたYUASA PRIDEプロジェクトにより社員のエンゲー
ジメントを高め、「総合力」「チャレンジ」「コミュニケーション」をキーワードに、「つなぐ」イノベーション
で社会課題を解決できる人材の育成に取り組みました。
　「DX推進」では、データ活用基盤構築、DX人材育成、業務プロセス改革、イノベーション創出を進めました。
　「サステナビリティ推進」では、営業活動及び自社オフィスにおけるCO₂排出量の削減に取り組むとともに、お
取引先さまのカーボンニュートラルを支援するグリーン事業を全社で推進しました。
　成長戦略として、デジタル戦略においては、無人搬送ロボットなど現場の省人化・省力化に貢献するロボット・
AI活用ソリューションの展開を推進しました。海外戦略では、タイ・バンコクのラートクラバン地区に、日本の複
数メーカーと連携し日本の住宅ソリューションを集約したモデルハウス「YUASA SAKURA HOUSE」を昨年12
月に開設しました。
　これらの結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比3.1％増の5,450億27百万円とな
りました。利益面につきましては、営業利益が167億40百万円（前連結会計年度比6.2％増）、経常利益は172億
36百万円（前連結会計年度比7.7％増）となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年
度比17.4％増の120億20百万円となりました。当期の期末配当金につきましては、以上の業績並びに財務体質の
強化と事業拡大に必要な内部留保の充実などを勘案した上で、2026年５月８日開催の取締役会決議により、１株
当たり普通配当114円とさせていただきました。この結果、年間配当金は2025年12月に実施した中間配当金76
円と合わせて190円となり、株主還元率は33.6％となります。
　セグメント別の状況は以下のとおりです。
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部門別の営業の概況

産業機器部門

第145期
2024年３月期

79,742

第146期
2025年３月期

77,767

第147期
2026年３月期

77,739

売上高▍ 777億39百万円
（百万円）

売上高構成比▍
14.3％

工業機械部門
118,683

第145期
2024年３月期

107,403

第146期
2025年３月期

105,444

第147期
2026年３月期

売上高▍

（百万円）

1,054億44百万円 売上高構成比▍

19.3％

(２) 部門別の営業の概況
　部門別の営業の概況は次のとおりであります。

　産業機器部門につきましては、自動車関連産業における通商政策や国際情勢の変動といった不確実性は残るもの
の、サプライチェーンの混乱は徐々に緩和され、需要環境にも安定化の兆しがみられ、切削工具及び工作機械周辺機
器の販売が底堅く推移しました。また、深刻化する人手不足を背景に、自動化・省人化ソリューションへの投資意欲
は引き続き高水準で推移しました。
　このような状況の中、スマートファクトリー化に向けた設備投資や食品製造工場向けのソリューション提案などの
フードテック事業は堅調であり、災害対策やBCP(事業継続計画）関連商材も安定した需要を確保しましたが、売上
高は777億39百万円(前連結会計年度比0.0％減)となりました。

　工業機械部門につきましては、深刻化する人手不足を背景とした自動化・省人化ニーズは存在するものの、実際の
投資決定が先送りされるなど、全体として厳しい事業環境となりました。一方、国内外を通じ、半導体・データセン
ター向け冷却装置等の製造設備は好調に推移しており、国内では防衛・航空宇宙関連・造船分野が活況であるととも
に、海外では米国現地生産の航空機部品、空調機製造が堅調に推移し、受注環境には改善の傾向がみられました。
　このような状況の中、国内の注力分野である精密板金市場・脆性材加工市場に対して、顧客の生産現場における課
題を解決する高付加価値商品の提案を継続し、受注獲得と収益基盤の強化に努めました。また、海外においては、東
南アジア諸国を中心に現地資本企業への販売に注力しましたが、売上高は1,054億44百万円(前連結会計年度比1.8％
減)となりました。
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部門別の営業の概況

住設・管材・空調部門

197,306

第145期
2024年３月期

209,688

第146期
2025年３月期

223,492

第147期
2026年３月期

売上高▍

（百万円）

2,234億92百万円 売上高構成比▍

41.0％

建築・エクステリア部門
54,404

第145期
2024年３月期

57,342

第146期
2025年３月期

63,809

第147期
2026年３月期

売上高▍

（百万円）

638億9百万円 売上高構成比▍

11.7％

　住設・管材・空調部門につきましては、少子化の進行、不動産価格の上昇、建築コスト高騰や改正建築基準法の厳
格化により、新設住宅着工戸数は減少し、働き方改革、人手不足に伴う工期遅延もみられました。一方で、リフォー
ム需要は増加し、住宅設備機器は堅調に推移しました。また、データセンターの新設、都市部での大型再開発の増加
により、空調関連機器や管材商品などが底堅い動きとなるとともに、物流倉庫や工場建設の省エネ設備投資需要も堅
調に推移しました。
　このような状況の中、工期短縮及び省施工の現場ニーズに応えるべく、施工省力化製品の提案や空調改装などエン
ジニアリング機能の強化に努めました。また、再生可能エネルギー分野においては、一部自治体による太陽光パネル
設置義務化の動きや企業のカーボンニュートラル促進を受け、太陽光パネルや蓄電池などのシステム提案を推進した
結果、売上高は2,234億92百万円(前連結会計年度比6.6％増)となりました。

　建築・エクステリア部門につきましては、人手不足の常態化と人件費の上昇に加え、資材高騰や納期遅延が継続し
ました。これらに伴う工期の長期化によって、厳しい市場環境となりました。特に商業施設・店舗や公共施設・学校
向けの公共エクステリア製品の販売が伸び悩みました。一方で、自然災害や交通事故対策への意識の高まりから、社
会インフラ投資は底堅く推移しました。特に止水板や監視管理システムの防災・防犯関連商品は需要が増加しまし
た。
　このような状況の中、再生可能エネルギーを活用したソーラーカーポートやウォーカブルな街づくりに寄与する外
構・エクステリア製品のパッケージ提案、再開発案件への建築製作金物の納入に加え、宅配ボックスの拡販に注力し
た結果、売上高は638億９百万円(前連結会計年度比11.3％増)となりました。
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部門別の営業の概況

建設機械部門
37,286

第145期
2024年３月期

36,868

第146期
2025年３月期

37,076

第147期
2026年３月期

売上高▍

（百万円）

370億76百万円 売上高構成比▍

6.8％

エネルギー部門

19,164

第145期
2024年３月期

18,607

第146期
2025年３月期

17,496

第147期
2026年３月期

売上高▍

（百万円）

174億96百万円 売上高構成比▍

3.2％

　建設機械部門につきましては、国土強靭化に向けたインフラ整備や再開発・更新需要が底堅く推移しました。一
方、機械・資材・エネルギー価格の高止まりや人件費の高騰に加え、働き方改革による労働時間制限の影響を受けま
した。特に技能資格者不足による工事遅延や人手不足の常態化といった構造的課題が顕在化しました。
　このような状況の中、さまざまな社会課題の解決を主軸とし、AI・IoT技術による省人化ソリューションや安全対
策、CO₂見える化商品の拡販、行政機関への防災・BCP関連商材の提案等を推進しました。さらに、中古建機・農機
等のオークション事業をはじめ、建設機械の整備・レンタル機能の拡充に努めた結果、売上高は370億76百万円(前
連結会計年度比0.6％増)となりました。

　エネルギー部門につきましては、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰に対し、政府による「燃料油価格激変緩
和対策事業」が継続実施されたほか、緊急措置として国家原油備蓄の放出が行われるなど、厳しい外部環境となりま
した。
　このような状況の中、東海地方を中心に展開するガソリンスタンド事業では、付加価値の高い洗車、車検、コーテ
ィングのほか、レンタカーやカーメンテナンス事業等の強化に注力しました。また、京浜地区における船舶用燃料の
販売強化に取り組みましたが、売上高は174億96百万円(前連結会計年度比6.0％減)となりました。
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部門別の営業の概況

その他
19,981

第145期
2024年３月期

20,709

第146期
2025年３月期

19,968

第147期
2026年３月期

売上高▍

（百万円）

199億68百万円 売上高構成比▍

3.7％

　その他部門につきましては、消費財事業では、物価上昇による消費者の購買意欲の落ち込みや季節商品需要の分散
化がみられる中、スポットクーラーや空調服に代表される熱中症対策商品の提案に注力し販売が伸長しました。木材
事業では、新設住宅着工戸数の減少や建築基準法の改正による駆け込み需要の反動、加えて、輸入木材は円安の影響
を受けるなど、年間を通じて木材需要は厳しい状況が続きました。また、造船分野向けの特注木材製品の展開にも人
手不足による工期遅延の影響がみられましたが、国内グループ間の連携を強化し、国産材を用いた用途提案や新商品
開発、新市場開拓を通じた社会課題解決に向けた取り組みを進めました。
　この結果、売上高は199億68百万円(前連結会計年度比3.6％減)となりました。
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設備投資の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況、他の会社の事業譲受けの状況、吸収合併または吸収分割による他
の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

■2 設備投資の状況
　当連結会計年度におきましては、情報システムの継続的な開発などを中心にリース資産を含めて総額55億88
百万円の設備投資を実施いたしました。

■3 資金調達の状況
　該当事項はありません。

■4 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

■5 他の会社の事業譲受けの状況
　該当事項はありません。

■6 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

■7 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　当社は、2025年10月１日付で協栄ジェネックス株式会社及びフジクレスト株式会社の株式を新たに取得したた
め、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
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財産及び損益の状況の推移

504,806

第144期

526,569

第145期

528,387

第146期

545,027

第147期

売上高（単位：百万円）▍
15,382

第144期

15,737

第145期

16,010

第146期

17,236

第147期

経常利益（単位：百万円）▍

10,079

第144期

11,812

第145期

10,242

第146期

12,020

第147期

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）▍

466.23

第144期

561.88

第145期

487.11

第146期

571.06

第147期

１株当たり当期純利益（単位：円）▍

95,240

271,218

第144期

102,409

290,989

第145期

109,416

288,098

第146期

121,446

303,507

第147期

総資産／純資産（単位：百万円）
総資産

▍
純資産

区分 第144期
（2023年3月期）

第145期
（2024年3月期）

第146期
（2025年3月期）

第147期
（当連結会計年度）
（2026年3月期）

売 上 高 (百万円) 504,806 526,569 528,387 545,027
経 常 利 益 (百万円) 15,382 15,737 16,010 17,236
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 10,079 11,812 10,242 12,020
１株当たり当期純利益 (円) 466.23 561.88 487.11 571.06
総 資 産 (百万円) 271,218 290,989 288,098 303,507
純 資 産 (百万円) 95,240 102,409 109,416 121,446

■8 財産及び損益の状況の推移

（注）１　１株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出し、銭未満を四捨五入して表示しております。なお、期中平均株式数は、自己株式及び役員報酬ＢＩＰ信託
が所有する当社株式を控除して算出しております。

２　記載金額は、１株当たり当期純利益を除いて百万円未満を切り捨てて表示しております。
３　2026年３月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2025年３月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映さ

せております。
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対処すべき課題*1*

■9 対処すべき課題
　今後の経済情勢につきましては、特に緊迫化する中東情勢がエネルギー価格の高騰やホルムズ海峡等における物流網の混乱を招
き、原材料・エネルギーの安定供給に対する重大な懸念事項となっています。また、日中関係においても、経済安全保障の観点か
らサプライチェーンの再構築や貿易規制への対応が急務となっており、これら外部環境の激変は当社の事業基盤に直接的な影響を
及ぼすものであり、この不透明な環境は依然続くことと認識しております。国内においては、深刻な労働人口の減少や人件費の高
騰が続く中、デジタル技術を活用した自動化・省人化ニーズは一層加速しており、カーボンニュートラル実現に向けたグリーンビ
ジネス、資源循環を推進するサーキュラーエコノミーの重要性もかつてないほど高まっています。さらに、自然災害の激甚化や国
際情勢の不安定化を受け、安全・安心な社会インフラを維持するための「レジリエンス（強靭化）」対応は、今や社会的な最優先
課題です。
　このような変化の激しい時代において、当社は変化を恐れず自らを進化させるべく、2036年の創業370周年を見据えた長期ビジ
ョン「YUASA vision 370」及び2026年４月から2031年３月までの５カ年を対象とする中期経営計画「Reborn 2031」を策定
しました。
１．長期ビジョン「YUASA vision 370」の概要
　創業370周年を迎える2036年に向け、長期ビジョン「YUASA vision 370」を策定するとともに、創業400年を見据えた新たな
グループビジョンを次のように設定しました。

（１）実現したい社会
つなぐ力で社会の基盤を支え、豊かな、変化に強い未来を実現する

（２）あるべき姿
社員の想像力と経験を育み、人とソリューションで社会課題を解決する

　当社の強みである「人財」を中心に据え、今まで以上に社員が活躍できる風土改革を実現し、サステナビリティ経営を推進する
ことで、企業価値向上を目指してまいります。2036年３月期の定量目標を、経常利益額300億円以上、ROIC10%以上、海外売上
高1,000億円以上としております。
２．中期経営計画「Reborn 2031」の概要
　10年間の長期ビジョンを「YUASA vision 370」、その10年間を２つのタームに分け、最初の５年間の中期経営計画を
「Reborn 2031」と設定しております。後半の５年間で傾斜角の高い成長による収益拡大の実現に向けて今中期経営計画では「事
業基盤・人財基盤・経営基盤」の３つの基盤の強化と積極的な投資を行うことで高い成長性・収益性・効率性を目指します。

（１）定量目標
2031年３月期：経常利益額200億円以上、ROIC８％以上、海外売上高400億円以上

（２）攻めるための基盤強化
①事業基盤強化

・「市場接点の強化・拡大・多様化」「価値創出、課題解決」「サーキュラーエコノミー推進」という終わりなき課題
解決のループを大きく早くまわすことでお取引先さまと共に長期的な成長を実現する。

・「ビジネスフィールド」と「成長戦略」の再整理、再定義を行うことでさらに総合力やつなぐ力の展開力を強化する。
・成長余地が大きい領域である海外戦略を強化する。
・つなぐイノベーションの価値を創造する開発モデルのブラッシュアップを図る。
・カーボンニュートラルについて事業活動を通じた本業による環境貢献型製品・サービスの取り扱い強化を推進する。

②人財基盤強化
・目指す「あるべき姿」として厳しくも働きがいのある環境において会社の成長と社員の成長がリンクしている状態の

実現に向けて引き続き風土改革を進める。
・人事制度改革として「戦略的な人財配置と獲得」「評価制度の刷新」「自律学習の支援」「マネジメント改革」「柔

軟な働き方支援」「モニタリング体制の構築」を方針とする。
③経営基盤強化

変化の激しい経営環境下での持続的な成長に向けて「ガバナンスの強化」「事業戦略を実現する環境づくり」「経営資
源の最適配分」「AI・デジタル技術の活用等、次世代の経営基盤強化」を行う。

（３）投資・資本政策
・営業キャッシュフローをベースとした「Reborn 2031」の期間中(2026年４月～2031年３月)の累計投資額として、

事業基盤強化に200億円程度、経営基盤強化に170億円程度、人財基盤強化に30億円程度、合計400億円程度を予定し
31
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対処すべき課題*1*

ております。また、戦略的な追加投資については、内容とタイミングを精査し、外部調達も踏まえ積極的かつ機動的に
実行します。

・「Reborn 2031」の期間中は累進配当を原則とし、加えて資本効率と財務健全性のバランスを踏まえ、連結株主還元
率35％以上、株主資本配当率（DOE）3.5％以上を還元水準といたします。
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ＹＵＡＳＡグループのサステナビリティ推進
ＹＵＡＳＡグループは、360年以上受け継がれてきた経営基盤をさらに進化させるため、企業理念に基づいた「サステナビリティ
宣言」を軸にサステナビリティ経営を推進しています。
環境・社会課題の解決を事業成長の機会と捉え、持続的な社会への貢献と企業価値の向上を目指します。

社会環境の変化、及び2026年4月よりスタートした中期経営計画「Reborn2031」に
基づき、マテリアリティを再整理しました。
強固なガバナンスを経営の基盤に据え、持続的な成長と持続可能な社会の実現に貢献し
ていきます。

伴走と共創による
市場ニーズへの対応

創業以来の「良品奉仕」の精神を軸に、変化の激しい環境をチャンスと捉え、人・モノ・資金・
情報・データ・技術などあらゆるものを「つなぐ」力と、当社グループの総合力により、社会や
市場課題の解決を実現します。

取引ネットワークの強化 創業以来構築してきた取引ネットワークをさらに発展させ、社会課題の解決を通じて取引先とと
もに中長期的な成長を実現します。商品・技術・機能・サービスなどを「つなぐ」ことで単独企
業では成し得ない価値を創出し、サプライチェーン全体の収益機会を拡大していきます。

気候変動や自然資本への
取り組み

再生可能エネルギー・高効率機器の拡販や省エネ支援を通じてサプライチェーン全体の環境負荷
低減を目指すとともに、レジリエントな社会の実現、水資源や生物多様性を含む自然環境の維
持・保全に努めます。

循環型ビジネスの構築 当社グループの広範なネットワークで「廃棄」を「資源」へ転換し、循環型ビジネスを進化させ
ることにより、事業を通じて自然資本の維持・保全に貢献していきます。

人財基盤の強化 多様な視点をイノベーションの源泉とし、「個の能力の最大化」そして「個の力と組織力のシナ
ジー創出」により働きがいと働きやすさを両立していきます。社員エンゲージメントを高めるこ
とで、挑戦と共創が常態化する企業風土への変革と持続的成長を実現します。

多種多様なリスクへの
準備と対策

事業継続に不可欠な多種多様なリスクに適切に対応していくことをガバナンス体制の中核に据
え、「攻め」と「守り」のリスクマネジメントを両輪で推進し、強靭な組織基盤を構築します。

1 ＹＵＡＳＡグループ全体のカーボンニュートラルを目指すとともに、双利共生の関係を重視し、気候変動への対
応とサプライチェーン全体での環境負荷の低減に努めます。

地球環境との調和

2 創業から続く「良品奉仕」の精神に基づき、公正かつ堅実・誠実な商取引を行うとともに、「『つなぐ』複合専門
商社グループ」として、ステークホルダーとともに安全・安心で豊かな社会づくりを推進します。

良品奉仕の事業活動

3 社員の個性と権利を尊重したダイバーシティ経営を実践し、社員一人ひとりが働きがいをもって成長できる企業
グループとして発展してまいります。

人間尊重の経営

◆サステナビリティ宣言

◆ＹＵＡＳＡグループのマテリアリティ（重要課題）
当社グループのマテリアリティ
URL:https://www.yuasa.co.jp/
sustainability/group/
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*ＹＵＡＳＡグループのサステナビリティ推進*
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

会社名 資本金 出資比率(％) 主要な事業内容

国内

㈱ 国 　 　 興 484 百万円 100.0 機械・工具・電子機器等の販売
ユ ア サ ネ オ テ ッ ク ㈱ 301 100.0 工作機械・FA関連機器・工具等の販売
ユ ア サ ク オ ビ ス ㈱ 352 100.0 住宅設備機器・建設資材の販売及び設置工事の請負
浦 安 工 業 ㈱ 150 100.0 空調設備・給排水衛生設備・消防設備の工事
㈱ マ ル ボ シ 100 100.0 バルブ・パイプ・継手等配管資材の販売

友 工 商 事 ㈱ 98 100.0 住宅設備機器、管工機材、建築資材及び太陽光
発電の販売

富 士 ク オ リ テ ィ ハ ウ ス ㈱ 200 100.0 組立式仮設ハウス（コンテナハウス）の製造販売
ユ ア サ 燃 料 ㈱ 80 100.0 石油製品の販売
ユ ア サ プ ラ イ ム ス ㈱ 450 100.0 生活関連商品の製造・販売
ユ ア サ 木 材 ㈱ 270 100.0 木材製品・合板の販売

海外

YUASA TRADING VIETNAM CO., LTD. 9,407 百万VND 100.0 機械設備・周辺機器等の販売
P T . Y U A S A  S H O J I  I N D O N E S I A 849,000 千IDR ※100.0 機械設備・周辺機器の販売
Y U A S A （ T H A I L A N D ） C O . , L T D . 652 百万THB 100.0 機械設備・周辺機器の販売
YUASA TRADING INDIA PRIVATE LIMITED 99 百万INR ※100.0 機械設備・周辺機器の販売
湯 浅 商 事 （ 上 海 ） 有 限 公 司 2,200 千US$ 100.0 機械設備等の販売
Y U A S A - Y I ,  I N C . 10 US$ 100.0 工作機械の販売

■10 重要な親会社及び子会社の状況
(１) 親会社の状況
　該当事項はありません。
(２) 重要な子会社の状況

（出資比率については、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。）
（注）１　当社の当連結会計年度末における連結対象子会社は上記の重要な子会社16社を含め35社であり、持分法適用会社は１社であります。

２　※の出資比率は、間接所有による出資を含めて表示しております。
３　2026年３月31日付で、YUASA TRADING (THAILAND) CO., LTD.はYUASA (THAILAND) CO., LTD.に会社名を変更しております。
４　2026年４月９日付で、YUASA TRADING INDIA PRIVATE LIMITEDはYUASA INDIA PRIVATE LIMITEDに会社名を変更しております。

■11 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
部門別区分 主な事業内容

産 業 機 器 工具・産業設備・機材・制御機器・物流機器及び食品機械の販売
工 業 機 械 工業機械・工業機器の販売
住 設 ・ 管 材 ・ 空 調 管材・空調機器・住宅設備機器及び再生可能エネルギー関連機器の販売、建設工事の設計監理

及び請負、宅地建物取引
建築・エクステリア 建築資材、景観・エクステリア・土木資材等の販売、外構資材設置工事の設計監理及び請負
建 設 機 械 建設機械・資材の販売及びリース・レンタル、組立式仮設ハウス（コンテナハウス）の製造販

売、イベント設営事業、ファニシング事業
エ ネ ル ギ ー 石油製品の販売
そ の 他 生活関連商品の製造・販売、木材製品の販売
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主要な拠点等

■12 主要な拠点等（2026年３月31日現在）

本社 東京都千代田区神田美土代町７番地

名称 所在地 名称 所在地

支社

関 東 支 社 東 京 都 千 代 田 区 東 北 支 社 仙 台 市 青 葉 区
関 西 支 社 大 阪 市 中 央 区 北 関 東 支 社 さ い た ま 市 北 区
中 部 支 社 名 古 屋 市 名 東 区 中 国 支 社 広 島 市 中 区
北 海 道 支 社 札 幌 市 白 石 区 九 州 支 社 福 岡 市 中 央 区

支店

郡 山 支 店 福 島 県 郡 山 市 北 陸 支 店 富 山 県 富 山 市
新 潟 支 店 新 潟 市 中 央 区 京 都 支 店 京 都 市 伏 見 区
長 野 支 店 長 野 県 長 野 市 姫 路 支 店 兵 庫 県 姫 路 市
東 関 東 支 店 千 葉 県 柏 市 岡 山 支 店 岡 山 市 北 区
横 浜 支 店 横 浜 市 西 区 四 国 支 店 香 川 県 高 松 市
静 岡 支 店 静 岡 市 葵 区 沖 縄 支 店 沖 縄 県 浦 添 市
岡 崎 支 店 愛 知 県 岡 崎 市

会社名 所在地 会社名 所在地

国内

㈱ 国 興 長 野 県 諏 訪 市 フ ジ ク レ ス ト ㈱ 東 京 都 大 田 区
中 川 金 属 ㈱ 東 京 都 千 代 田 区 ユ ア サ マ ク ロ ス ㈱ 埼 玉 県 行 田 市
ユ ア サ ネ オ テ ッ ク ㈱ 東 京 都 千 代 田 区 ㈱ ラ イ ン ナ ッ プ 名 古 屋 市 中 区
ユ ア サ ク オ ビ ス ㈱ 東 京 都 千 代 田 区 富士クオリティハウス㈱ 群 馬 県 伊 勢 崎 市
㈱ マ ル ボ シ 大 阪 市 西 区 ㈱ 丸 建 サ ー ビ ス 名 古 屋 市 中 川 区
㈱ サ ン エ イ 横 浜 市 戸 塚 区 ユ ア サ 燃 料 ㈱ 名 古 屋 市 名 東 区
フ シ マ ン 商 事 ㈱ 札 幌 市 北 区 ユ ア サ プ ラ イ ム ス ㈱ 東 京 都 中 央 区
友 工 商 事 ㈱ 大 阪 市 中 央 区 ユ ア サ 木 材 ㈱ 東 京 都 千 代 田 区
浦 安 工 業 ㈱ 東 京 都 墨 田 区 ユアサシステムソリューションズ㈱ 東 京 都 中 央 区
協 栄 ジ ェ ネ ッ ク ス ㈱ 東 京 都 目 黒 区 ユアサビジネスサポート㈱ 東 京 都 千 代 田 区

(１) 当社

（注）１　2026年４月１日付で北陸支店を富山営業所とするとともに、石川県金沢市に金沢支店を設置しました。
２　上記のほか、国内に営業所が11カ所あります。

(２) 子会社

（注）　当社は、2026年10月１日付で協栄ジェネックス株式会社とフジクレスト株式会社の株式を新たに取得したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めておりま
す。
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主要な拠点等

会社名 所在地

海外

Y U A S A  ( T H A I L A N D )  C O . ,  L T D . タ イ バ ン コ ク 市
YUASA ENGINEERING SOLUTION(THAILAND)CO.,LTD. タ イ バ ン コ ク 市
YUASA TRADING VIETNAM CO., LTD. ベ ト ナ ム ホ ー チ ミ ン 市
P T .  Y U A S A  S H O J I  I N D O N E S I A イ ン ド ネ シ ア ブ カ シ 市
YUASA TRADING INDIA PRIVATE LIMITED イ ン ド ハ リ ヤ ナ 州
YUASA MECHATRONICS(M)SDN. BHD. マ レ ー シ ア セ ラ ン ゴ ー ル 州
B M E  I N D U S T R I E S ( M )  S D N . B H D マ レ ー シ ア ペ ナ ン 州
B M E  T E C H N I C S  S D N . B H D マ レ ー シ ア ペ ナ ン 州
HENKO MACHINE  TOOLS  SDN.BHD マ レ ー シ ア ジ ョ ホ ー ル バ ル 州
H E N K O  M A C H I N E  T O O L S  P T E . L T D シ ン ガ ポ ー ル
YUASA TRADING(PH I L IPP INES) INC . フ ィ リ ピ ン マ カ テ ィ 市
Y U A S A - Y I ,  I N C . 米 国 イ リ ノ イ 州
YUASA SHOJI MEXICO, S.A.  DE C.V. メ キ シ コ レ オ ン 市
湯 浅 商 事 （ 上 海 ） 有 限 公 司 中 国 上 海 市
YUASA TRADING(TAIWAN)CO., LTD. 台 湾 台 北 市

（注）１　2026年３月31日付で、YUASA TRADING (THAILAND) CO., LTD.はYUASA (THAILAND) CO., LTD.に会社名を変更しております。
２　2026年４月９日付で、YUASA TRADING INDIA PRIVATE LIMITEDはYUASA INDIA PRIVATE LIMITEDに会社名を変更しております。
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従業員の状況、主要な借入先及び借入額

■13 従業員の状況（2026年３月31日現在）

部門別区分 従業員数（名） 前連結会計年度末比増減（名）
産 業 機 器 399 △25
工 業 機 械 534 35
住 設 ・ 管 材 ・ 空 調 965 49
建 築 ・ エ ク ス テ リ ア 312 146
建 設 機 械 402 3
エ ネ ル ギ ー 48 △4
そ の 他 108 △7
全 社 （ 共 通 ） 320 0

合計 3,088 197

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
1,286名 22名増 38.3歳 11.4年

(１) 企業集団の従業員の状況

（注）１　従業員数は就業人員数であります。
２　臨時従業員は含んでおりません。
３　全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
４　従業員数が197名増加しましたのは、主に株式取得による連結範囲の変更によるものであります。

(２) 当社の従業員の状況

（注）１　従業員数は就業人員数であります。
２　臨時従業員は含んでおりません。

■14 主要な借入先及び借入額（2026年３月31日現在）

借入先 借入額（百万円）
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 920
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,640
株 式 会 社 り そ な 銀 行 605
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 590

（百万円未満は切り捨てて表示しております。）
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会社の株式に関する事項

2 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

■1 発行可能株式総数 40,000,000株

■2 発行済株式の総数 22,100,000株（自己株式857,230株を含む）

■3 株主数 7,397名

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,615 12.31
ユ ア サ 炭 協 持 株 会 998 4.69
野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 931 4.38
B N Y M  A S  A G T / C L T S  1 0 P E R C E N T 861 4.05
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 797 3.75
光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員
光 通 信 株 式 会 社 780 3.67

東 部 ユ ア サ や ま ず み 持 株 会 655 3.08
西 部 ユ ア サ や ま ず み 持 株 会 627 2.95
ユ ア サ 商 事 社 員 持 株 会 537 2.52
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 536 2.52

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,615千株
野村信託銀行株式会社 931千株
株式会社日本カストディ銀行 797千株

■4 大株主（上位10名）

（注）１　千株未満は切り捨てて表示しております。
２　持株比率については、自己株式を控除して算出し小数点第３位以下は切り捨てて表示しております。
３　当社は自己株式857千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。なお、自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式（188千

株）は含まれておりません。
４　上記信託銀行持株数のうち、当該信託銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

５　2026年４月１日付で、ユアサ商事社員持株会はＹＵＡＳＡ社員持株会に名称を変更しております。

■5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　該当事項はありません。
■6 その他株式に関する重要な事項
　当連結会計年度中にストック･オプションに係る新株予約権の権利行使により、自己株式を5,700株処分しており
ます。
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会社役員に関する事項

３ 会社役員に関する事項
■1 取締役及び監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 田　村　博　之 海外事業推進担当

代 表 取 締 役
専 務 取 締 役 田　中　謙　一 経営管理部門統括兼地域・グループ担当兼輸出管理委員会委員長兼倫理・コ

ンプライアンス委員会委員長兼内部統制委員会委員長

常 務 取 締 役 濱　安　　　守 営業部門統括兼工業マーケット事業本部長

取 締 役 大　村　貴　臣 営業部門副統括兼建設マーケット事業本部長
取 締 役 竹　尾　希　典 住環境マーケット事業本部長
社 外 取 締 役 前　田　新　造 エステー㈱社外取締役
社 外 取 締 役 平　井　嘉　朗 オープンワーキング㈱代表取締役社長

社 外 取 締 役 光　成　美　樹

㈱ＦＩＮＥＶ代表取締役
公益財団法人日本適合性認定協会 理事（非常勤）
㈱ヤマダホールディングス社外取締役
㈱ソラスト社外取締役

社 外 取 締 役 町　田　悠生子
五三・町田法律事務所パートナー
第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長
東洋電機製造株式会社社外取締役
東京紛争調整委員会委員

常 勤 監 査 役 前　夛　　　威
常 勤 監 査 役 大　谷　宏　充

社 外 監 査 役 本　田　光　宏 筑波大学大学院教授　TOMA税理士法人国際税務顧問
横浜冷凍㈱社外取締役

社 外 監 査 役 加　城　千　波 弁護士　アテナ法律事務所共同代表
（注）１　取締役のうち、前田新造、平井嘉朗、光成美樹及び町田悠生子の４氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役のうち、本田光宏及び加城千波の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３　社外取締役を除く全取締役は執行役員を兼務しております。
４　常勤監査役前夛威氏は、当社の財務部門及び経営管理部門で長年にわたる経理業務、経営管理業務に関する経験を有しており､財務及び会計に関する十分な知見

を有するものであります。
５　常勤監査役大谷宏充氏は、当社の執行役員総務部長を務めるなど、事業・会社運営に関する豊富な経験・見識を有するものであります。
６　社外監査役本田光宏氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものであります。
７　社外監査役加城千波氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する十分な知見を有するものであります。
８　当社は、取締役前田新造、同平井嘉朗、同光成美樹、同町田悠生子の４氏及び監査役本田光宏、同加城千波の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出ております。
９　当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合におい

て、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の被保険者は当社
及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職の地位にある者であり、保険料は全額当社が負担しております。

10  古本好之氏は、2025年6月25日開催の第146回定時株主総会終結の時をもって、常勤監査役を辞任により退任しました。
11  社外監査役本田光宏氏は2026年３月31日付で筑波大学大学院教授を退任し、2026年４月１日付で早稲田大学大学院会計研究科教授に就任しました。
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区 分 報 酬 等 の 総 額
（ 百 万 円 ）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 百 万 円 ） 対 象 と な る
役 員 の 員 数

（名）基 本 報 酬 業 績 連 動 報 酬 等 非 金 銭 報 酬 等
取締役

（社外取締役を除く） 261 131 84 44 5

監査役
（社外監査役を除く） 50 50 － － 3

社外取締役 48 48 － － 4

社外監査役 20 20 － － 2

合計 379 250 84 44 14

■2 取締役及び監査役の報酬等の額
（１）当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１ 監査役の報酬には、2025年６月25日開催の第146回定時株主総会で退任した１名が含まれております。
２ 取締役及び監査役に対する報酬限度額は、2018年６月22日開催の第139回定時株主総会における決議により、以下のとおり定められております。また、社外取

締役分の報酬額については2021年６月24日開催の第142回定時株主総会における決議により（  ）に記載のとおり定められております。
①取締役

年額380百万円以内（うち、社外取締役50百万円以内）。また、別枠で、業績連動型株式報酬制度に基づく報酬等の限度額につき、３事業年度を対象として合
計540百万円以内。ただし、2019年度及び2020年度を対象とする２事業年度については合計360百万円以内。なお、業績連動型株式報酬制度の導入に伴い、
新株予約権に係る報酬枠を廃止しております。第139回定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名、第142回定時株主総会終結時点の社外取締役の員数は３
名です。

②監査役
年額80百万円以内。新株予約権に係る報酬枠を廃止しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名（うち、社外監査役は２名）です。

３ 取締役（社外取締役を除く）の業績連動報酬等は、当事業年度に係る取締役（社外取締役を除く）５名に対する役員賞与引当金計上額であります。
４ 取締役（社外取締役を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等57百万円（賞与を含む）は含まれておりません。
５ 非金銭報酬等の内容は、「（３）報酬等の考え方①取締役の報酬（イ）業績連動報酬」に記載の業績連動株式報酬であります。

（２）取締役等の報酬に係る決定方針
　当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議して
おります。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてガバナンス諮問委員会へ諮問し、答申
を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された
報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、ガバナンス諮問委員会からの答申が尊重され
ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　なお、当社の役員報酬は、以下の方針に基づき、決定することといたします。

①各役員の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保いたします。
②業務を執行する役員の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系とし、固定

報酬に加え、業績連動報酬を支給し、ステークホルダーと利益を共有するものといたします。
③報酬体系・水準については、ガバナンス諮問委員会の答申に基づき、取締役会が決定することとし、客観性・合

理性を確保いたします。なお、ガバナンス諮問委員会は代表取締役１名並びに全ての独立社外取締役及び独立社
外監査役をもって構成し、独立社外取締役である委員の中から委員の互選により、委員長を選定いたします。

④報酬体系・水準は、経済情勢、当社業績及び他社水準等を踏まえて見直しを行います。

　なお、2021年５月14日開催の取締役会決議により、取締役の報酬の決定プロセスの一層の公平性・客観性、さら
には透明性を確保するために、取締役会で取締役の個人別の報酬等の決定をすることとし、当事業年度にかかる報酬
はガバナンス諮問委員会の答申に基づき、2025年６月25日開催の取締役会において取締役の個人別報酬を決定いた
しました。
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業績評価指標 2026年３月期
実績 評価ウエイト 業績連動係数

（実績値）
連結売上高

（収益認識基準適用前） 5,641億円 1/3 0.4

連結経常利益 172億円 1/3 0.5
親会社株主に帰属する

当期純利益 120億円 1/3 0.5

　これらの方針に基づき、2018年６月22日開催の第139回定時株主総会及び2021年６月24日開催の第142回定時
株主総会で決議された役員報酬額（取締役の金銭報酬にかかる報酬額年額380百万円以内（うち、社外取締役50百万
円以内））の範囲内において取締役会で決定するとともに、株式報酬として、３事業年度合計で540百万円以内とい
たします。監査役の金銭報酬は報酬額年額80百万円以内の範囲内で、監査役の協議によって決定いたします。なお、
社外取締役及び監査役を除く役員の報酬は、基本報酬と業績連動報酬（賞与、株式報酬）で構成いたします。社外取
締役は、主に経営の監督機能を、また監査役は監査をそれぞれ適切に行うために独立性を確保する必要があることか
ら、それぞれの報酬は基本報酬のみといたします。
　報酬水準は外部専門機関の調査データを参考として客観的なベンチマークを行い、役員の役割・責務毎に設定いた
します。また、役員報酬が中長期的な企業価値向上への健全なインセンティブとなるよう、業績連動比率や評価指標
については、必要に応じて適宜見直しを行います。

（３）報酬等の考え方
①取締役の報酬
　取締役（社外取締役を除く）の報酬は、基本報酬、業績連動報酬（賞与・株式）を支給いたします。なお、社外取

締役は基本報酬のみを支給いたします。
（ア）基本報酬

役位に応じた固定額を支給する金銭報酬
（イ）業績連動報酬

業績連動報酬は、賞与及び業績連動株式報酬で構成する。
・賞与は、前年度の連結業績及び個人業績等にもとづき、支給額が変動する金銭報酬とする。
・業績連動株式報酬は、毎事業年度にポイントとして付与する「固定部分」と中期経営計画最終年度の業績

目標達成度に応じて付与する「業績連動部分」で構成し、退任時に交付（１ポイント＝１株）する。な
お、その50％は当社株式で交付し、残り50％は所得税等の納税に用いるため、換価処分相当額の金銭で支
給する。

②監査役の報酬
監査役の報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務及び責務に見合った報酬体系・水準とし、監査役全員の協議によ
り、常勤・非常勤の別に応じて定め、基本報酬として固定額の金銭報酬のみを支給いたします。

【中期経営計画「Growing Together 2026」の最終年度である、2026年３月期を評価対象とする業績
連動報酬に係る業績連動係数】

（注）　中期経営計画「Growing Together 2026」の最終年度である、2026年３月期を評価対象とする業績連動報酬に係る業績連動係数は、業績評価指標の実績値に基
づき、0.4となりました。
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評価指標（基準値） 評価ウエイト 業績連動係数

連結売上高（6,000億円） 1/3 0～2.0

連結経常利益（200億円） 1/3 0～2.0

親会社株主に帰属する当期純利益(132億円) 1/3 0～2.0

連結売上高
（収益認識基準適用前） 連結経常利益 親会社株主に帰属する

当期純利益 業績連動係数

6,600億円以上 260億円以上 172億円以上 2.0（上限）

6,000億円 200億円 132億円 1.0

5,400億円以下 140億円以下 93億円以下 0（下限）

役位 基本報酬
業績連動報酬

合計
年次賞与 株式報酬

代表取締役 55％ 30％ 15％

100％
専務取締役 56％ 30％ 14％

常務取締役 56％ 30％ 14％

取締役 57％ 30％ 13％

【業績評価指標】
中長期的な会社業績及び企業価値向上に対するインセンティブ付与を目的とすると同時に、株主の皆さまとの利益意識の
共有を目的とし、2026年３月期を最終年度とする中期経営計画「Growing Together 2026」における以下の指標を評
価指標とする。

（注）　連結売上高は収益認識基準適用前の金額です。

【各評価指標と業績連動係数の関係（業績連動株式報酬の額の決定方法）】

【取締役の役位ごとの種類別報酬割合】

（注）　この表は、業績連動報酬の支給額について、業績連動係数を1.0とした場合のモデルであり、当社の業績及び株価の変動等に応じて上記割合も変動します。

（４）報酬を付与する条件の決定に関する方針
　取締役の報酬支給額の決定にあたっては、報酬等の公平性・客観性を確保するために、ガバナンス諮問委員会で審
議し、取締役会に答申したうえで、ガバナンス諮問委員会の答申内容に基づき、取締役会が決定いたします。
　なお、2021年５月14日開催の取締役会決議により、取締役の報酬の決定プロセスの一層の公平性・客観性、さら
には透明性を確保するために、取締役会で取締役の個人別の報酬等を決定しております。当事業年度にかかる報酬は
ガバナンス諮問委員会の答申に基づき、2025年６月25日開催の取締役会において取締役の個人別報酬を決定いたし
ました。

（５）取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、ガバナンス諮問委員会が多角的な検討を行っているため、取
締役会も基本的にその原案を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
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■3 社外役員に関する事項
(１) 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

①社外取締役前田新造氏は、当社及び当社グループと兼職先との間に特別の関係はありません。
②社外取締役平井嘉朗氏は、オープンワーキング株式会社の代表取締役社長を務めております。当社は、オー

プンワーキング株式会社が主催するセミナー等の参加費用の支払がありますが、その額は年額1.5百万円以
内であり、同社にとって当社への経済的依存度が生じるほどに多額ではありません。

③社外取締役光成美樹氏は、株式会社ＦＩＮＥＶの代表取締役と株式会社ヤマダホールディングスの社外取締
役を務めております。当社は株式会社ＦＩＮＥＶと当社グループのサステナビリティ推進に関する方針、体
制整備や情報開示に係る助言を求めるため、コンサルティング契約を締結しておりますが、その契約額は年
額10百万円以内であり、同社にとって当社への経済的依存度が生じるほどに多額ではありません。また、
当社及び当社グループは株式会社ヤマダホールディングス及びその連結子会社と電気機械器具等の売買など
の取引がありますが、その取引額は当社の2026年3月期の連結売上高の１％未満及び株式会社ヤマダホー
ルディングスの2026年３月期の連結売上高の１％未満であります。なお、当社及び当社グループとその他
の兼職先との間に特別の関係はありません。

④社外取締役町田悠生子氏は、五三・町田法律事務所に所属しております。当社は、五三・町田法律事務所の
他のパートナー弁護士との間でコンサルティング契約を締結しておりますが、その契約額は年額1.5百万円
以内であり、また同弁護士及び町田氏と過去に個別の訴訟事案の際に契約した総額は年間４百万円以内であ
り、同事務所にとって当社への経済的依存度が生じるほどに多額ではありません。なお、当社及び当社グル
ープとその他の兼職先との間に特別の関係はありません。

⑤社外監査役本田光宏氏は、当社及び当社グループと兼職先との間に特別の関係はありません。
⑥社外監査役加城千波氏は、当社及び当社グループと兼職先との間に特別の関係はありません。

(２) 会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との親族関係
　社外取締役前田新造、同平井嘉朗、同光成美樹、同町田悠生子の４氏及び社外監査役本田光宏、同加城千波
の両氏とも、特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との関係について記載すべき事項はあ
りません。
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会社役員に関する事項

氏名 主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役

前　田　新　造

当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し、主に経営者として企業経営
における豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視点から適宜発言を行
い、独立した立場からの監督・助言機能を果たしております。また、ガバナンス諮
問委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会７回の全てに出席し、客
観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定を始めとしたガバナンス関連議案の審
議において監督機能を主導しております。

平　井　嘉　朗

当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し、主に経営者として企業経営
における豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視点から適宜発言を行
い、独立した立場からの監督・助言機能を果たしております。また、ガバナンス諮
問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会７回の全てに出席し、客観
的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定を始めとしたガバナンス関連議案の審議
において監督機能を担っております。

光　成　美　樹

当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し、主に企業のサステナビリテ
ィに関するコンサルタントとして豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範
な視点から適宜発言を行い、独立した立場からの監督・助言機能を果たしておりま
す。また、ガバナンス諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された開催され
た委員会７回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定を始
めとしたガバナンス関連議案の審議において監督機能を担っております。

町　田　悠生子

当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し、主に弁護士として豊富な経
験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視点から適宜発言を行い、独立した立場
からの監督・助言機能を果たしております。また、ガバナンス諮問委員会の委員と
して、当事業年度に開催された開催された委員会７回の全てに出席し客観的・中立
的立場で当社の役員報酬等の決定を始めとしたガバナンス関連議案の審議において
監督機能を担っております。

社外監査役

本　田　光　宏

当事業年度に開催された取締役会及び監査役会それぞれ14回の全てに出席し、主
に税務の専門家、学識経験者としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ
広範な視点から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保す
るための助言、提言を行っております。また、ガバナンス諮問委員会の委員とし
て、当事業年度に開催された委員会７回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当
社の役員報酬等の決定を始めとしたガバナンス関連議案の審議において監督機能を
担っております。

加　城　千　波

当事業年度に開催された取締役会及び監査役会それぞれ14回の全て出席し、主に
弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視点から適宜必
要な発言を行い、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を
行っております。また、ガバナンス諮問委員会の委員として、当事業年度に開催さ
れた委員会７回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定を
始めとしたガバナンス関連議案の審議において監督機能を担っております。

(３) 当事業年度における主な活動状況

(４) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定及び定款により、社外取締役前田新造、同平井嘉朗、同光成美樹、同
町田悠生子の４氏及び社外監査役本田光宏、同加城千波の両氏との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額であります。
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会計監査人の状況

４ 会計監査人の状況

(１) 当社が支払うべき会計監査人の報酬等の額 82百万円
(２) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 82百万円

■1 会計監査人の名称
　EY新日本有限責任監査法人

■2 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実
質的に区分できないことから、上記（１）の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２　当社の子会社のうち、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査（会社法また
は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む）の規定によるものに限る）を受けているものがあります。

３　上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬の額が５百万円あります。

■3 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時
間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性
を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

■4 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

■5 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査役会は、監査役全員の同
意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の解任または再任の可否については、会計監査人の適格
性、独立性及び職務の遂行状況等に留意し、毎期検討を行います。その結果、解任または不再任が妥当と判断した
場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役
会は当該議案を株主総会に提出いたします。
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会社の体制及び方針

５ 会社の体制及び方針
■1 株式会社の支配に関する基本方針
(１) 当社企業価値の源泉について

　当社は、「誠実と信用」「進取と創造」「人間尊重」を企業理念として、双利共生の関係を重視し、モノづく
り、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの分野において、お取引先さまとともに「つなぐ」イノベーション
により社会課題を解決し、新たな市場を創り、国内及び海外に展開することで長年にわたる強い信頼関係を構築
してまいりました。当社の企業価値は、このようにして長年にわたって培ってきた強い信頼関係にその源泉を有
すると考えております。

(２) 基本方針の内容について
　当社は、当社株式について大量取得を目的に買付けがなされる場合、または当社の支配権の移転を伴う買付提
案がなされる場合、それに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるものと考
えております。
　また、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、様々なス
テークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、継続的に
向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。
　当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上強要するもの、株主が買付けの
条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買
付者の提示した条件より有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値ひいては株
主共同の利益に資さないものが存する可能性があります。
　当社は、このような大規模な買付行為等を行う者またはグループは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者として不適切であるとして、法令及び定款によって許容される範囲において当社グループの企業価値また
は株主共同の利益の確保・向上のための適切な措置を講じることを、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す
る者の在り方に関する基本方針といたします。

(３) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて
　当社グループは、2036年の創業370周年を見据えた長期ビジョン「YUASA vision 370」と、2026年４月
から2031年３月までの５カ年を対象とする中期経営計画「Reborn 2031」を策定しました。新たなグループビ
ジョンとして、実現したい社会を「つなぐ力で社会の基盤を支え、豊かな、変化に強い未来を実現する」、ある
べき姿を「社員の想像力と経験を育み、人とソリューションで社会課題を解決する」と定め、当社の強みである
「人財」を中心に据え、今まで以上に社員が活躍できる風土改革を実現し、サステナビリティ経営を推進するこ
とで、企業価値向上を目指してまいります。
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会社の体制及び方針

　なお、当社は、いわゆる「買収への対抗措置」を現時点では導入しておりませんが、株主、投資家の皆さまか
ら負託された責務として、当社の株式取引や異動の状況を注視し、当社株式を大量取得しようとする者が出現し
た場合には、社外の専門家等を中心とする委員会を設置し、当該買収提案の評価や買付者との交渉を行うととも
に、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定
し、実行する体制を整えます。

(４) 上記取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
　当社の株式の大量取得を目的とする買付けについては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去
の投資行動等から、当該買付行為または買収提案の当社企業価値・株主共同の利益への影響を慎重に判断する必
要があると認識しておりますが、上記の基本方針に照らし具体的な対抗措置が必要な場合は、次の要件を充足す
る必要かつ妥当な措置を講じるものとします。

①当該措置が上記基本方針に沿うものであること
②当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと
③当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと

■2 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、従来より業績に応じた適正かつ安定的な配当を重要な経営課題のひとつと位置づけ、財務体質の強化や
成長戦略に基づく内部留保の充実との均衡ある配当政策を基本方針としております。この基本方針に基づき、株価
の動向や財務状況等を考慮しながら有効な利益還元策としての自己株式の取得などを含めた機動的な配当政策を実
施し、株主の皆さまのご期待にお応えできるよう努力してまいります。なお、当社は、剰余金の配当等会社法第
459条第１項各号に定める事項につきましては、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取
締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
　このような基本方針のもと、当期の期末配当金につきましては、以上の業績並びに財務体質の強化と事業拡大に
必要な内部留保の充実などを勘案した上で、2026年５月8日開催の取締役会決議により、１株当たり普通配当
114円とさせていただきました。この結果、年間配当金は2025年12月に実施した中間配当金76円と合わせて
190円となり、連結での株主還元率は33.6％となります。
　また、次期の配当につきましては、１株当たり中間配当73円、期末配当117円とし、年間配当は190円（連結
株主還元率35％以上、DOE（株主資本配当率）3.5％以上）とさせていただく予定です。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）

資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

電 子 記 録 債 権

棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

賃 貸 用 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 及 び 装 置

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 金 銭 債 権

繰 延 税 金 資 産

退 職 給 付 に 係 る 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

215,276

48,646

96,241

46,039

20,220

4,197

△69

88,231

46,786

1,185

4,278

239

632

39,903

267

280

15,666

1,303

14,363

25,778

18,219

928

585

157

5,965

△78 　

流 動 負 債 173,290
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 92,466
電 子 記 録 債 務 56,845
短 期 借 入 金 3,587
リ ー ス 債 務 107
未 払 法 人 税 等 3,288
賞 与 引 当 金 3,539
役 員 賞 与 引 当 金 88
そ の 他 13,366

固 定 負 債 8,771
長 期 借 入 金 1,210
リ ー ス 債 務 210
繰 延 税 金 負 債 2,095
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 252
株 式 給 付 引 当 金 310
役 員 株 式 給 付 引 当 金 233
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,426
そ の 他 3,031
負 債 合 計 182,061

純資産の部
科目 金額

株 主 資 本 111,822
資 本 金 20,644
資 本 剰 余 金 6,756
利 益 剰 余 金 87,324
自 己 株 式 △2,902

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 8,104
その他有価証券評価差額金 6,089
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 39
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,973
退職給付に係る調整累計額 1

新 株 予 約 権 108
非 支 配 株 主 持 分 1,411
純 資 産 合 計 121,446

資 産 合 計 303,507 負 債 及 び 純 資 産 合 計 303,507

連結計算書類
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連結損益計算書

連結損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

科目 内訳 金額
売 上 高 545,027
売 上 原 価 480,015
売 上 総 利 益 65,011
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 48,271
営 業 利 益 16,740
営 業 外 収 益

受 取 利 息 131
受 取 配 当 金 423
そ の 他 283 837

営 業 外 費 用
支 払 利 息 190
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 73
為 替 差 損 53
そ の 他 23 341

経 常 利 益 17,236
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 20
投 資 有 価 証 券 売 却 益 0
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 62 83

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 0
固 定 資 産 除 却 損 16
減 損 損 失 185
支 払 補 償 料 41
そ の 他 24 267

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 17,052
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,793
法 人 税 等 調 整 額 139
当 期 純 利 益 12,118
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 98
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 12,020
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2 0 2 5年４月1日期首残高 20,644 6,755 79,637 △2,976 104,060
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
連 結 範 囲 の 変 動 △212 △212

剰 余 金 の 配 当 △4,120 △4,120
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 12,020 12,020

自 己 株 式 の 取 得 △5 △5

自 己 株 式 の 処 分 0 78 79
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － 0 7,687 73 7,761

2026年３月31日期末残高 20,644 6,756 87,324 △2,902 111,822

その他の包括利益累計額
新株
予約権

非支配
株主
持分

純資産
合計その他

有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

2 0 2 5年４月1日期首残高 3,113 △17 1,649 40 4,786 123 445 109,416
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
連 結 範 囲 の 変 動 △212
剰 余 金 の 配 当 △4,120
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 12,020

自 己 株 式 の 取 得 △5
自 己 株 式 の 処 分 79
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額） 2,975 56 323 △38 3,318 △15 965 4,268

連結会計年度中の変動額合計 2,975 56 323 △38 3,318 △15 965 12,029
2026年３月31日期末残高 6,089 39 1,973 1 8,104 108 1,411 121,446
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貸借対照表

貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）

資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
棚 卸 資 産
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
賃 貸 用 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 及 び 装 置
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 金 銭 債 権
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

177,277
36,990
5,101

37,898
80,855
12,520
1,641
301

1,982
△13

94,562
36,152

0
1,302
118
364

34,085
281

12,440
12,437

2
45,969
13,912
26,697

234
799

3,755
586
△16 　

流 動 負 債 172,660
支 払 手 形 2,322
電 子 記 録 債 務 48,940
買 掛 金 77,948
短 期 借 入 金 2,464
リ ー ス 債 務 1
未 払 法 人 税 等 2,206
預 り 金 28,663
賞 与 引 当 金 2,220
役 員 賞 与 引 当 金 84
そ の 他 7,807

固 定 負 債 5,007
長 期 借 入 金 1,000
リ ー ス 債 務 3
繰 延 税 金 負 債 736
株 式 給 付 引 当 金 310
役 員 株 式 給 付 引 当 金 233
そ の 他 2,722
負 債 合 計 177,667

純資産の部
科目 金額

株 主 資 本 89,286
資 本 金 20,644
資 本 剰 余 金 6,778
資 本 準 備 金 6,777
そ の 他 資 本 剰 余 金 0

利 益 剰 余 金 64,766
そ の 他 利 益 剰 余 金 64,766
繰 越 利 益 剰 余 金 64,766

自 己 株 式 △2,902
評 価 ・ 換 算 差 額 等 4,778
その他有価証券評価差額金 4,741
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 36
新 株 予 約 権 108
純 資 産 合 計 94,172

資 産 合 計 271,840 負 債 及 び 純 資 産 合 計 271,840

計算書類
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損益計算書

損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

科目 内訳 金額
売 上 高 385,134
売 上 原 価 346,509
売 上 総 利 益 38,624
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 28,029
営 業 利 益 10,595
営 業 外 収 益

受 取 利 息 113
受 取 配 当 金 1,831
そ の 他 329 2,273

営 業 外 費 用
支 払 利 息 401
そ の 他 6 407

経 常 利 益 12,462
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3
関 係 会 社 株 式 評 価 損 458 461

税 引 前 当 期 純 利 益 12,000
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,705
法 人 税 等 調 整 額 148
当 期 純 利 益 9,146
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他資本
剰余金

その他利益剰余金
特別償却準備金 繰越利益剰余金

2 0 2 5年４月１日期首残高 20,644 6,777 － 124 59,616 △2,976 84,187
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △4,120 △4,120
当 期 純 利 益 9,146 9,146
自 己 株 式 の 取 得 △5 △5
自 己 株 式 の 処 分 0 78 79
特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 △124 124 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 0 △124 5,150 73 5,099
2026年３月31日期末残高 20,644 6,777 0 － 64,766 △2,902 89,286

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

2 0 2 5年４月１日期首残高 2,462 △14 2,448 123 86,758
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △4,120
当 期 純 利 益 9,146
自 己 株 式 の 取 得 △5
自 己 株 式 の 処 分 79
特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額） 2,279 50 2,329 △15 2,314

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 2,279 50 2,329 △15 7,414
2026年３月31日期末残高 4,741 36 4,778 108 94,172
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三　ッ　木　最　文
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岡　　　部　　　誠

独立監査人の監査報告書
2026年５月14日

株式会社ＹＵＡＳＡ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＹＵＡＳＡの2025年４月

１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、株式会社ＹＵＡＳＡ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社
会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び
連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載

内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独
で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

                                                                                                               以　　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三　ッ　木　最　文
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岡　　　部　　　誠

独立監査人の監査報告書
2026年５月14日

株式会社ＹＵＡＳＡ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＹＵＡＳＡの2025

年４月１日から2026年３月31日までの第147期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書
類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会
的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

計算書類等の監査における監査人の責任
   監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　　上
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第147期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を
受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統
制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組み並び
に会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会
その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告書謄本
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監査役会の監査報告書

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

(１) 事業報告等の監査結果

①  事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②  取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③  内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め
指摘すべき事項は認められません。

④  事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
については、指摘すべき事項は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月18日
株式会社ＹＵＡＳＡ　監査役会

常 勤 監 査 役 前　夛　　　威 ㊞
常 勤 監 査 役 大　谷　宏　充 ㊞
社 外 監 査 役 本　田　光　宏 ㊞
社 外 監 査 役 加　城　千　波 ㊞

　

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図

会 　 場 住友不動産神田ビル３階　ベルサール神田
東京都千代田区神田美土代町７番地

開催日時 2026年６月25日（木曜日） 午前10時 （受付開始 午前９時）

交 通 の
ご 案 内

●地下鉄……小川町駅　　（都営新宿線）　　　　　Ｂ６番出口より徒歩約２分
淡路町駅　　（丸ノ内線）　　　　　　Ｂ６番出口より徒歩約２分
新御茶ノ水駅（千代田線）　　　　　　Ｂ６番出口より徒歩約２分
神田駅　　　（銀座線）　　　　　　　　４番出口より徒歩約６分
大手町駅　　（丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線・都営三田線）

Ｃ１番出口より徒歩約８分
●ＪＲ線……神田駅　　　（中央線・山手線・京浜東北線）北口より徒歩約７分

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、
より多くの人に見やすく読みまちがえにくいデザインの
文字を採用しています。

西口商店街
ベルサール神田
住友不動産
神田ビル３階

ミニストップ

武蔵野銀行

四国銀行ミニストップ

北日本銀行
セブンイレブン

ドトール
コーヒー

スターバックス
コーヒー

スターバックス
コーヒーマルエツ

つるやゴルフ

大丸パレスホテル

皇居

読売新聞社

みずほ
銀行

淡路町

東京

大手町

首都高速都心環状線

神
田

東
京

小川町

B6番出口
4番出口 北口

西口

新御茶ノ水

千
代
田
線

本
郷
通
り

日
比
谷
通
り

丸
ノ
内
線

銀
座
線

Ｊ
Ｒ
線

新宿線

半蔵門線

三田線

東西線

JR線

JR線

靖国通
り

神田警
察通り

小川町

淡路町

鎌倉橋神田橋

C1番出口

外
堀
通
り

美土代町 司町

トヨタモビリティ
東京
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表紙

　上記の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求を

いただいた株主さまに対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載

を省略しております。

　なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆

さまに電子提供措置事項から上記の事項を除いたものを記載した書面を一律でお送

りしております。

　株主の皆さまへ

第１４７回定時株主総会
その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

会社の新株予約権等に関する事項……１

業務の適正を確保するための体制……３

連結注記表………………………………10

個別注記表………………………………27

株式会社ＹＵＡＳＡ
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会社の新株予約権等に関する事項

名称
発行

決議日

新株

予約権

の数

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類と数

（注）１

新株

予約権の

払込金額

新株

予約権の

行使価額

（注）１

新株

予約権の

行使期間

主な行使

の条件

役員の保有状況

（注）１

取締役(社外取締役を除く)

2009年度

新株予約権

2009年

７月10日
47個

普通株式

4,700株

（注）２
１個につき

100円

2009年

８月６日から

2039年

８月５日まで

（注）３

１名 47個 4,700株
　

2010年度

新株予約権

2010年

７月16日
126個

普通株式

12,600株

2010年

８月10日から

2040年

８月９日まで

２名 126個 12,600株
　

2011年度

新株予約権

2011年

７月22日
52個

普通株式

5,200株

2011年

８月10日から

2041年

８月９日まで

２名 52個 5,200株
　

2012年度

新株予約権

2012年

７月13日
48個

普通株式

4,800株

2012年

８月８日から

2042年

８月７日まで

２名 48個 4,800株
　

2013年度

新株予約権

2013年

７月19日
39個

普通株式

3,900株

2013年

８月９日から

2043年

８月８日まで

２名 39個 3,900株
　

2014年度

新株予約権

2014年

７月11日
39個

普通株式

3,900株

2014年

８月７日から

2044年

８月６日まで

２名 39個 3,900株

2015年度

新株予約権

2015年

７月10日
39個

普通株式

3,900株

2015年

８月６日から

2045年

８月５日まで

３名 39個 3,900株

会社の新株予約権等に関する事項
   当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権等の状況
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名称
発行

決議日

新株

予約権

の数

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類と数

（注）１

新株

予約権の

払込金額

新株

予約権の

行使価額

（注）１

新株

予約権の

行使期間

主な行使

の条件

役員の保有状況

（注）１

取締役(社外取締役を除く)

2016年度

新株予約権

2016年

７月15日
57個

普通株式

5,700株

（注）２
１個につき

100円

2016年

８月６日から

2046年

８月５日まで
（注）３

３名 57個 5,700株

2017年度

新株予約権

2017年

７月14日
48個

普通株式

4,800株

2017年

８月10日から

2047年

８月９日まで

３名 48個 4,800株

（注）１ 2014年10月１日付で普通株式10株を１株にする株式併合を行っております。これに伴い2009年度から2014年度新株予約権の目的となる株式数を１個につき100

株に調整しております。

２ 新株予約権との引換えに払込を要しない。

３ 新株予約権の主な行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権を行使できる期間内において、原則として当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失したときに限り、新株

予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日（以下「権利開始日」という）から当該権利開始日より10

日を経過する日（ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

②上記①にかかわらず、新株予約権者が権利行使期限日の１年前の応当日に至るまでに権利開始日を迎えなかった場合には、新株予約権者は、権利行使期限

日の１年前の日から権利行使期限日までの期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権者が、募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

４ 取締役が保有している新株予約権の一部には、取締役が執行役員在任時に付与されたものが含まれております。

５ 社外取締役に対しては新株予約権を付与しておりません。

６ 2013年度から社外監査役に対しては新株予約権を付与しておりません。

７ 2014年度から監査役に対しては新株予約権を付与しておりません。

８ 2018年６月22日開催の第139回定時株主総会において、株式報酬として、役位及び中期経営計画の達成度に応じて支給株式数が変動する新たな株式報酬制度を

導入したことに伴い、2018年度から、新たな新株予約権は付与しておりません。

９ 社外監査役が保有していた新株予約権は2023年度までに全て行使されました。

10　常勤監査役が保有していた新株予約権は2025年度までに全て行使されました。
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業務の適正を確保するための体制
１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を

確保するための体制

　当社は、業務の適正を確保するための体制整備に向けて内部統制システムの基本方針を次のとお

り取締役会で決議しております。

(１)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社グループにおける企業理念、倫理方針及び行動規範を制定し、代表取締役社長が率先垂範

してこれを実行し、繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることにより、法令及び社会

倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。

②代表取締役社長の直轄組織とする倫理・コンプライアンス委員会を設置し、その委員長は代表

取締役社長が取締役の中から選定し委嘱する。倫理・コンプライアンス委員会は、社内研修等

を活用してその実効性を高めるとともに、内部監査室と共同して遵守状況をモニタリングする

など、当社グループを網羅的に横断する倫理・コンプライアンス体制を整備する。

③当社グループの取締役または使用人が法令、定款、諸規則等に違反しもしくは違反するおそれ

のある事実を発見したときは、速やかに倫理・コンプライアンス委員会、顧問弁護士事務所の

担当弁護士、監査役等に直接相談・報告することを可能とする窓口（ホットライン）を常設す

るとともに、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制とす

る。相談・報告を受けた倫理・コンプライアンス委員会等は、その内容を調査し、再発防止策

を講じるとともに、重要な案件については代表取締役社長を通じて取締役会に報告する。

④特に反社会的勢力への対応については、行動規範において、関係の遮断を宣言するとともに、

対応マニュアルを作成し、社内研修等を通じて社員に周知し、その排除・根絶のための情報の

一元管理を徹底する。外部からのアプローチは倫理・コンプライアンス委員会において掌握す

るとともに、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に参加し、情報収集に努め、反

社会的勢力との取引等の未然防止に努める。

⑤法令、定款、諸規則等に違反する行為があった場合は、人事委員会がその処分を審議・決定す

る。

⑥正確で信頼性のある財務報告を作成するため、財務報告に係る内部統制についての基本方針を

定め、当社グループにおいてその整備・運用を推進するとともに、適正な財務報告を作成し、

有効性の評価を行い、会計監査人の監査を受け、その承認のもと、所管官庁に「内部統制報告

書」を提出し、縦覧に供する。
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(２)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者として経営管理

部門管掌取締役を定め、当該取締役が作成する文書管理規程に従い、職務執行に係る情報を文書

または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、必要に応

じ、これらの文書等を閲覧できるものとする。

(３)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社グループのリスクに関する統括責任者（以下「リスク管理統括責任者」という）として経

営管理部門管掌取締役を定め、想定されるリスクごとに、発生時における迅速かつ適切な情報

伝達と緊急事態対応体制を整備する。

②リスク管理統括責任者は、倫理・コンプライアンス委員会を主宰し、その傘下にリスクの区分

に応じたスタッフを配置し、関連する社内諸規則・通達等に基づき当社グループの事業活動か

ら生じるさまざまなリスクの把握、情報収集、予防対策の立案、啓蒙を行うなどリスクを網羅

的・横断的に管理するとともに、具体的な発生事例に基づき評価を行い、管理体制の改善を図

る。

③海外取引、とりわけ輸出取引に関するコンプライアンスの向上を図るため、輸出関連法規の遵

守に関する内部規程としてユアサコンプライアンス・プログラム（安全保障輸出管理基本規

程）を制定し、輸出管理委員会が責任部署として啓蒙、監視活動に当たる。

④リスク管理統括責任者は、必要に応じてリスク管理の状況を取締役会に報告する。

⑤大規模災害や新型ウイルス感染症の発生など、当社グループに著しい損害を及ぼす事態の発生

を想定し、事業継続計画（BCP）を策定し、事業中断を最小限にとどめ、事業継続マネジメン

ト体制の整備に努める。

(４)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、会社の組織機構、分掌業務並びに職務権限及び責任を明確にし、業務の組織的か

つ効率的な運営を図る。

②取締役会は、３カ年を期間とする中期経営計画を策定するとともに、当該計画に基づき毎期６

カ月ごとに連結予算大綱を策定し、マーケット事業本部・本部・事業部・連結子会社ごとの業

績予算を決定する。

③各部門及び子会社を管掌する取締役は、各部門及び子会社が遂行すべき具体的な施策及び権限

委譲を含めた効率的な業務執行体制を決定する。

④経営会議及びマーケティング戦略会議を設置し、取締役会への上程議案、重要な会社の政策・

方針・目標等の策定に関する審議を行うほか戦略・方針に係る指示・命令事項の伝達及び業績

報告等を行う。
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⑤ITを活用した経営管理・業績管理システムを構築し、月次・四半期・通期の業績管理データを

迅速に取締役会に報告する。

⑥取締役会は、毎月、結果を評価し、担当取締役・執行役員等に予算と実績の乖離の要因を分析

させるとともに、効率化を阻害する要因を排除・低減するための改善策を実施させ、必要に応

じて目標を修正する。また、各部門を管掌する取締役は、必要に応じて各部門が遂行すべき具

体的な施策及び権限委譲を含めた効率的な業務執行体制を改善する。

(５)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

①子会社ごとの各所管マーケット事業本部・本部・事業部のもと、子会社の自主性を尊重しつ

つ、関係会社運営規程に基づき管理を行い、一定の基準を上回る決裁事項及び報告事項につい

ては、当社に決裁を求めまたは報告することを義務づける。

②主要な子会社の取締役または監査役を当社から派遣するとともに、子会社ごとに選任された取

締役が子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務及び財産の状況を監

査する。

③グループ戦略推進部、倫理・コンプライアンス委員会、内部統制委員会は、当社の取締役、所

管部門と共同して内部統制の実効性を高めるため、グループ企業の指導・支援を行う。

④当社は、子会社から、その営業成績、財務状況その他重要な情報について、マーケティング戦

略会議、グループ会社決算報告会等において定期的に報告を受ける。

(６)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　取締役は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な員数及び求

められる資質について、監査役と協議の上、監査役の職務を補助するためのスタッフを置くこと

ができるものとし、当該スタッフを配置した場合、監査役の指示に従って、その監査職務の補助

を行う。なお、その人事異動・評価については、事前に監査役会の同意を得るものとする。

(７)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

①取締役及び使用人は、監査役の出席する取締役会、経営会議等の重要な会議において事業及び

財務の状況等の報告を定例的に行う。

②内部監査室は、監査役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告する。

③当社グループの取締役及び使用人は、法令・定款・諸規則等に違反する行為、当社グループに

著しい損害を及ぼすおそれのある事項、リスク管理に関する重要な事項、ホットラインにより

相談・報告された事項、その他コンプライアンス上重要な事項が発生した場合には速やかに監

査役に報告する。
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④取締役及び使用人は、主要な稟議書等の決裁書類を監査役に回付する。

⑤子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、子会社の監査役から報

告を求められた事項について速やかに子会社の監査役に報告するとともに、これらの報告を受

けた者は速やかに監査役に報告する。

(８)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の重要な意思決定の過程及び業務の執

行状況の把握に努めるとともに、代表取締役との定期的な意見交換の機会を設け、実効的な監

査体制の確保を図る。

②監査役は、内部監査室との連携により相互に補完しあい、実効的な監査体制の強化を図る。

③監査役は、子会社の監査役との情報交換を緊密に行い、当社グループ全体の監査体制の強化を

図る。

④監査役は、当社の会計監査人である監査法人の独立性を監視し、会計監査人から監査の内容に

ついて報告及び説明を求めるとともに、定期的に情報の交換を行うなど連携を図る。

⑤監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還の請求を行ったときは、当該監

査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理

する。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであ

ります。

(１)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社グループの取締役及び社員各々の行動と企業活動の前提とするため、企業理念、倫理方針

及び行動規範を制定しており、代表取締役社長が自ら率先垂範してこれらを実行し、法令及び

社会倫理の遵守を徹底いたしました。また、当社ウェブサイトにこれらを掲載するとともに、

広範な認知と海外を含むグループ全社に対する啓蒙活動に努めました。

②内部監査室、内部統制委員会は、内部監査に係る諸規則等に従い、グループ会社を含め組織横

断的に、法令・定款・諸規則等の遵守状況など、当社グループ全体の内部統制の整備・運用状

況のモニタリングを行いました。

③倫理・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス意識の徹底に向けた情報共有を経営幹部

と行い、引き続きコンプライアンス体制の現状把握と強化に向け取り組んでおります。
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④倫理・コンプライアンス体制の適用範囲を海外グループ会社（現地法人）まで拡大するととも

に、倫理・コンプライアンスマニュアルの英語訳などを作成・配付し、啓蒙活動の強化を推進

しています。

⑤当社グループの取締役または社員が法令、定款、諸規則等に違反もしくは違反するおそれのあ

る事実を発見したときは、速やかに倫理・コンプライアンス委員会、顧問弁護士事務所の担当

弁護士、監査役等に直接相談・報告することを可能とする窓口（ホットライン）を常設し、国

内グループ会社の全ての従業員が内部通報窓口にアクセスできる環境の整備を完了しておりま

す。当該報告をしたことを理由に通報者が不利な取扱いを受けないことを保障する旨を内部通

報要領において明確に定め運用しております。また、内部通報の概要については取締役会で適

宜報告されております。

(２)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　法令・定款・諸規則等に基づき文書を保存するとともに、保存された文書は電磁的に記録され

たものを含めて閲覧できる体制を整えております。特に法定書類である株主総会、取締役会及び

監査役会の議事録等は法定備置期間である10年を超えた永久保存としております。

(３)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①経営管理部門統括をリスク管理統括責任者と定め、当社グループのリスク管理体制を整備して

おります。

②倫理・コンプライアンス体制の適用範囲を海外グループ会社（現地法人）まで拡大し、グロー

バルで組織横断的な管理体制を構築するとともに統制強化の推進により業務上のリスク排除及

び業務効率の改善を図りました。

③輸出関連の業務を行う輸出管理室は、ユアサ・コンプライアンスプログラム（安全保障輸出管

理基本規程）の遵守の啓蒙活動を行うなど輸出管理の強化に努めております。また、管理体制

を一層強化したことに加え、日本貿易会「商社安全保障貿易管理行動基準」の基本理念に基づ

き、特に輸出業務の多い子会社を対象に安全保障貿易管理体制の強化を継続いたしました。

④社会情勢の変化に鑑みリスク管理体制の見直しを進めるとともに、代表取締役社長の指揮のも

と独立した組織として環境・レジリエンス委員会を設置しております。当事業年度において

も、BCP（事業継続計画）をより実効性の高いものとするために定期的な委員会の開催及び訓

練を実施し、継続して課題の解決に取り組んでおります。

⑤当社グループは、「サステナビリティ宣言」に基づき、サステナビリティ推進委員会を開催

し、今後の活動方針及びマテリアリティの見直しについて議論しました。Ｓｃｏｐｅ３の開

示、当社グループ全拠点における物理的リスク及び水リスク調査を実施し、調査状況について

対外開示をいたしました。社会に関連する取り組みとしては、サプライチェーンリスクの把握

に向けた「取引先アンケート」の継続実施及び人権への対応として人権デューデリジェンスを
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実施し、委員会に報告いたしました。また、グループ全社員を対象とした「環境マネジメント

システム」及び「ビジネスと人権」のｅラーニング研修を実施いたしました。

(４)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、当事業年度に14回開催され、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督並びに

取締役の業務の執行状況の報告等が行われ、効率的・機動的な運用が図られております。

②取締役会全体の実効性の分析・評価により、問題点の改善等の適切な措置を講じ、取締役会の

機能強化を図っております。

③社外取締役を含むすべての取締役及び社外監査役を含むすべての監査役を対象として、取締役

会の評価に係るアンケートを2025年５月に実施し、評価結果の概要をコーポレート・ガバナン

ス報告書において開示いたしました。

④一層のガバナンス強化を目的に取締役会の下に独立役員を中心としたメンバーによる、任意の

諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする「ガバナンス諮問委員会」を2019年７月に設

置しており、当事業年度は７回開催されております。

（審議内容）

・取締役の個人別基本報酬並びに賞与決定の件

・役員等賠償責任保険締結の件

・役員内規一部改定の件

・役員人事の件

・取締役等の報酬等の内容について

⑤取締役の報酬の決定プロセスの公平性・客観性、さらには透明性を確保するために、ガバナン

ス諮問委員会の答申に基づき、取締役会で取締役の個人別の基本報酬及び賞与を審議し取締役

会に答申しております。

(５)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

①内部統制委員会、内部監査室、監査役及びグループ戦略推進部は相互に連携し、グループ内部

統制システムの強化に取り組んでおります。

②海外現地法人の統制強化のため、内部統制委員会委員、監査役及びグループ戦略推進部が調

査・指導等を行ったほか海外の会社法制や金融法制を注視し、適法性を担保するため、内部統

制委員会、内部監査室、監査役及びグループ戦略推進部が連携し情報収集をするとともに、的

確な対応を進めました。

③倫理・コンプライアンス委員会は、海外におけるコンプライアンス強化の一環として、各国の

状況に合わせた各国語訳のコンプライアンスマニュアルの作成及び、現地従業員への配付を拡

大し、現地従業員への説明を通じ、コンプライアンス強化に取り組んでおります。

④倫理・コンプライアンス委員会は、グループ企業で働く社員の人格、個性を尊重し働きやすい
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職場環境を実現するため、職場のハラスメントを未然に防ぐことを目的として、当社グループ

の管理職へハラスメントハンドブックの配付を行っております。また、管理職以外の社員に対

しては、相談窓口用のＱＲコードを付した「従業員用ハラスメントハンドブック～相談窓口に

ご相談ください～」を発行しております。また、改正公益通報者保護法の施行に合わせ「倫

理・コンプライアンス　相談・報告要領（内部通報要領）」を「内部通報規程」として変更す

るとともに、倫理・コンプライアンス委員会事務局に外部人材を登用し拡充を図っておりま

す。

⑤パワハラ防止法の施行に伴い、就業規則にパワーハラスメントに関する条文を追加しておりま

す。また、グループ全社員を対象としてコンプライアンスに対するeラーニングによる研修を

今後も継続してまいります。

(６)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　スタッフを１名配置し、より実効的な監査体制の強化を図っております。なお、その評価につ

いては、常勤監査役２名が考課を行っております。

(７)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

　取締役の職務の執行は、取締役会において定期的に報告されるとともに、監査役にもあわせて

報告されております。常勤監査役は、重要な業務執行が審議される経営会議に出席するととも

に、内部統制委員会にオブザーバーとして毎回出席し、内部監査室とも緊密に情報交換を行い、

コンプライアンスの遵守状況のモニタリング機能の強化を図っております。

(８)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の重要な意思決定の過程及び業務の執

行状況の把握に努めるとともに、代表取締役との定期的な意見交換の機会を設け、実効的な監

査体制の確保を図っております。

②監査役は、内部監査室との連携により相互に補完しあい、実効的な監査体制の強化を図ってお

ります。

③監査役は、国内グループ会社の監査役並びに主要な海外グループ会社の会計監査法人との情報

交換を適宜、行うとともに、国内グループ監査役連絡会を定期的に開催し、当社グループ全体

の監査体制の強化を図っております。

④監査役は、当社の会計監査人である監査法人から監査の内容について報告及び説明を求めると

ともに、定期的に情報の交換を行い必要に応じて意見の交換、情報の聴取並びに監査に立ち会

うなど連携を図っております。
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連　結　注　記　表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の状況

連結子会社の数 35社

主要な連結子会社の名称

　主要な連結子会社の名称は、事業報告「１.企業集団の現況に関する事項 10.重要な親会

社及び子会社の状況 (2)重要な子会社の状況」に記載のとおりであります。

(2) 連結の範囲の変更

　2025年４月１日付で、HENKO(S) PTE.LTD.ほか５社の重要性が増加したため、当連結会計

年度より連結の範囲に含めております。

　2025年４月１日付で、当社の連結子会社である㈱サンエイは、同社を存続会社として、当

社の連結子会社である㈱高千穂を吸収合併しております。本合併に伴い、㈱高千穂を連結の

範囲から除外しております。

　2025年10月１日付で、当社の連結子会社であるHENKO MACHINE TOOLS PTE.LTD.は、同社を

存続会社として、当社の連結子会社であるHENKO(S) PTE.LTD.を吸収合併しております。本

合併に伴い、HENKO(S) PTE.LTD.を連結の範囲から除外しております。

　2025年10月１日付で、協栄ジェネックス㈱、フジクレスト㈱の株式を新たに取得したた

め、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

　2026年１月28日付けで、当社の連結子会社であるYUASA (THAILAND)CO.,LTD.は、同社を存

続会社として、当社の連結子会社であるHENKO TECHNOLOGIES (THAI) CO.,LTD.を吸収合併し

ております。本合併に伴い、HENKO TECHNOLOGIES (THAI) CO.,LTD.を連結の範囲から除外し

ております。

(3) 非連結子会社の状況

主要な非連結子会社の名称 ユアテクニカ㈱

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除外しております。
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２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用した関連会社の数 １社

会社の名称 ㈱アルファＴＫＧ

(2) 持分法適用の範囲の変更

　当連結会計年度において、connectome.design㈱との資本関係を解消したため、持分法適

用の範囲から除外しております。

　当連結会計年度において、㈱アルファＴＫＧの重要性が増加したため、持分法適用の範囲

に含めております。

(3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

主要な会社の名称 ユアテクニカ㈱

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３ 連結子会社の決算日等に関する事項

　連結子会社の決算日は15社を除き３月31日であり、連結決算日と同一であります。また連結

決算日との差異が３カ月を超えない15社は、その重要な取引については、決算日の相違による

調整を行っております。
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４ 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

 その他有価証券

  市場価格のない株式等以外のもの 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

  市場価格のない株式等           移動平均法による原価法

②デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法

③棚卸資産の評価基準及び評価方法 主として移動平均法による原価法

                                          （貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

                                          下げの方法により算定）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。

(リース資産を除く) 　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）及び賃貸用固定資産、並びに2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法によっておりま

す。

無形固定資産 定額法によっております。

(リース資産を除く) 　ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。ただし、残存価額については、リース契約上に残価

保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のもの

は零としております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 　従業員に対する賞与支給に備え、賞与支給見込額を計上してお

ります。

役員賞与引当金 　役員に対する賞与支給に備え、当連結会計年度における支給見

込額を計上しております。

役員退職慰労引当金 　連結子会社の一部は、その役員の退職慰労金支給に備え、内規

に基づく期末要支給額を計上しております。

株式給付引当金   当社の執行役員への当社株式の交付又は金銭の給付に備えるた

め、役員報酬BIP信託に関する株式交付規程に基づき、当連結会

計年度における交付等見込額を計上しております。

役員株式給付引当金   当社の取締役への当社株式の交付又は金銭の給付に備えるた

め、役員報酬BIP信託に関する株式交付規程に基づき、当連結会

計年度における交付等見込額を計上しております。
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(4) 収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履

行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以

下のとおりであります。

①商品販売等

顧客との契約の中で当社グループが販売する商品については、原則としてそれぞれの

契約に応じて契約単位を履行義務として、検収基準等の約束した商品を顧客に移転する

ことによって履行義務を充足した一時点で収益を認識しておりますが、商品の国内販売

においては、出荷時から顧客への商品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出

荷時点で収益を認識しております。ただし、商品販売取引に、設置・試運転調整等を含

む場合で契約単位により履行義務を識別し、商品の引渡と設置・試運転調整の履行義務

が分かれている場合には、商品は検収基準等、設置・試運転調整等は作業完了時にそれ

ぞれ収益を認識し、また商品の引渡と設置・試運転調整の履行義務が分かれていない場

合は、履行義務が単一として設置・試運転調整等の作業完了時に一括で収益を認識する

こととしております。

ただし、一部の取引については、収益認識基準等に定める支配移転の要件を満たすと

判断されるため、商品の納品・検収単位を履行義務として納品検収の都度、収益を認識

しております。

なお、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当す

る取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を

算定しております。

②工事契約

当社グループにおける工事契約については、原則として一定期間にわたり履行義務が

充足すると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。た

だし、工事期間が短期間の場合等には、工事完了時に収益を認識しております。
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(5) のれんの償却に関する事項

　のれんの償却期間については原則５年としておりますが、その効果の発現する期間を個

別に見積もった上で、５～10年の期間で均等償却しております。

(6) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計

年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基

準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

  数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（４年）による定額法

により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益

処理しております。

③小規模企業等における簡便法の採用

  連結子会社の一部は、退職給付に係る負債及び退職給付費用

の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(7) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

  ヘッジ会計の方法 　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約につい

て、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用してお

ります。

(会計方針の変更に関する注記)

   該当事項はありません。
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(表示方法の変更に関する注記)

 （連結損益計算書）

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「持分法による投資

損失」及び「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度よ

り独立掲記することとしました。

なお、前連結会計年度の「持分法による投資損失」は31百万円、「為替差損」は103百万円

であります。

(会計上の見積りに関する注記)

(のれんの評価)

当社グループは、株式取得による企業結合により当連結会計年度末日現在、のれん1,303百

万円、無形固定資産その他に顧客関連資産1,474百万円を計上しております。

のれん及び顧客関連資産の評価については、株式取得会社ごとに取得時に見込んだ将来の

事業計画の達成状況を確認すること等により、減損の兆候の有無、減損の要否を判断してお

ります。

当連結会計年度においては、のれんについて減損処理を行い、185百万円の減損損失を計上

しております。

将来の事業計画は、見積将来キャッシュ・フロー、売上高成長率等について一定の仮定を

設定しており、また、顧客関連資産の測定においては売上高成長率に加え、顧客減少率、割

引率について一定の仮定を設定しております。これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判

断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果により影響を受ける可

能性があり、見直しが必要になった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響

を与える可能性があります。
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現金及び預金 12百万円

建物及び構築物 7百万円

土地 107百万円

上記に対応する債務

支払手形及び買掛金 514百万円

      電子記録債務 49百万円

２ 有形固定資産減価償却累計額 13,962百万円

３ 保証債務

金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。

従業員に対する保証 0百万円

４ 受取手形割引高、電子記録債権割引高及び受取手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 9百万円

顧客との契約から生じた債権 137,992百万円

契約資産 4,288百万円

契約負債 7,234百万円

(連結貸借対照表に関する注記)

１ 営業上の担保に供している資産

５  顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は、次のとおりであります。
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株式の種類
当連結会計年度期首

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 22,100千株 －千株 －千株 22,100千株

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 1,068千株 1千株 23千株 1,045千株

 単元未満株式の買取請求による増加 1千株

 新株予約権の行使による減少 5千株

 役員報酬BIP信託口の株式売却又は交付による減少 17千株

 単元未満株式の買増請求による減少 0千株

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

１ 発行済株式に関する事項

２ 自己株式に関する事項

   （注）上記自己株式には、「役員報酬BIP信託」の信託口が保有する自己株式を含めております。

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

 減少数の内訳は、次のとおりであります。
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決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年５月９日
取締役会

普通株式 2,506 利益剰余金 118.00
2025年
３月31日

2025年
６月５日

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年11月14日
取締役会

普通株式 1,614 利益剰余金 76.00
2025年
９月30日

2025年
12月８日

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年５月８日
取締役会

普通株式 2,421 利益剰余金 114.00
2026年
３月31日

2026年
６月５日

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（注）配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式への配当金24百万円が含まれております。

（注）配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式への配当金14百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも

の

（注）配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式への配当金21百万円が含まれております。

－ 19 －



2026/05/25 19:40:56 / 25301900_株式会社ＹＵＡＳＡ_招集通知

連結注記表

取締役会決議日
目的となる
株式の種類

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末株式数

2009年７月10日 普通株式 4千株 － － 4千株

2010年７月16日 普通株式 12千株 － － 12千株

2011年７月22日 普通株式 5千株 － － 5千株

2012年７月13日 普通株式 4千株 － － 4千株

2013年７月19日 普通株式 3千株 － － 3千株

2014年７月11日 普通株式 5千株 － － 5千株

2015年７月10日 普通株式 7千株 － 0千株 6千株

2016年７月15日 普通株式 12千株 － 2千株 10千株

2017年７月14日 普通株式 10千株 － 2千株 8千株

合計 67千株 － 5千株 61千株

４ 新株予約権に関する事項（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）

（注）１ 2014年10月１日付で普通株式10株を１株にする株式併合を実施したため、当該株式併合の影響を考
慮しております。

      ２ 2018年６月22日開催の第139回定時株主総会において、株式報酬として、役位及び中期経営計画の
達成度に応じて支給株式数が変動する新たな株式報酬制度を導入したことに伴い、2018年度から新
たな新株予約権は付与しておりません。
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(金融商品に関する注記)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に工場関連分野、住宅・建築・建設分野等の商品の販売並びに商品販

売に関わる機能やサービス提供を行うため、必要に応じて銀行借入により資金を調達する方

針であります。

　デリバティブ取引は、外貨建債権債務及び外貨建予定取引に係る為替変動リスク及び借入

金の金利変動リスクを回避する目的で、為替予約及び金利スワップ取引を利用する場合があ

りますが、投機的な取引は行わない方針であります。なお、デリバティブ取引の相手先は信

用度の高い国内の銀行及び上場企業に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権並びに長期金銭債権は、顧客の信用リス

クに晒されております。当該リスクに関して、当社グループの社内管理規程等に基づく与信

管理を行い、取引先ごとの期日管理及び残高確認を行うとともに、主な取引先の信用状況を

把握する体制としております。また、海外に事業展開していることから、外貨建ての営業債

権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用してヘッジしております。

　投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企

業の株式であり、定期的に把握された時価については、社内管理規程等に基づく報告が行わ

れ、継続保有・投資の減額等の検討が行われます。

　営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、殆ど１年以内の支払期日であ

ります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒さ

れておりますが、為替予約を利用してヘッジしております。

　借入金のうち、短期借入金は営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナン

ス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。なお、支払

金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとに金利スワップ

取引をヘッジ手段として利用する場合があります。

　当社グループのデリバティブ取引は、社内管理規程等に則って行われており内部牽制が効

果的に機能するよう取引執行・事務管理・帳票監査等それぞれ管理・事務の分掌を行ってお

ります。また、定期的に取引相手先と残高確認を行い、内部資料と相違がないか照合してお

ります。加えて為替予約取引及び金利デリバティブ取引の状況の把握、報告等が、社内管理

規程等で義務付けられており、為替・金利市場の変動時にも対応できる管理体制を採ってお

ります。
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連結貸借対照表
計上額

（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 投資有価証券

   その他有価証券 17,180 17,180 －

(2) 長期金銭債権 928

   貸倒引当金（※1） △78

849 849 －

資産計 18,030 18,030 －

(1) 長期借入金 2,269 2,246 △23

(2) リース債務 318 311 △6

負債計 2,587 2,557 △30

デリバティブ取引（※2） 132 132 －

２ 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額1,038百万円）は、

「その他有価証券」には含まれておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取

手形、売掛金、電子記録債権、支払手形、買掛金、電子記録債務、短期借入金については短期

間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しておりま

す。

（※1）長期金銭債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計額で正
       味債務となる項目は、（  ）で示しております。

３ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
                  される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
                  算定した時価
　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
                  外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算出した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。
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時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 17,180 － － 17,180

長期金銭債権 － － 849 849

資産計 17,180 － 849 18,030

デリバティブ取引

通貨関連（※） － 132 － 132

デリバティブ取引計 － 132 － 132

時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,246 － 2,246

リース債務 － 311 － 311

負債計 － 2,557 － 2,557

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計額で正味
    債務となる項目は、（  ）で示しております。

②時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
      投資有価証券
      上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている
      ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

      長期金銭債権
      長期金銭債権は、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は連結貸借対
      照表計上額から貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時
      価としており、レベル３の時価に分類しております。

      デリバティブ取引
      為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル
      ２の時価に分類しております。

      長期借入金及びリース債務
    長期借入金及びリース債務の時価については、元利金の合計額を国債の利回り等適切な指

標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント
その他

（注）１
合計

産業機器 工業機械
住設・
管材・
空調

建築・
エクス
テリア

建設機械
エネルギ

ー
計

外部顧客への売上高（注）２ 77,739 105,444 223,492 63,809 37,076 17,496 525,058 19,968 545,027

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高)      140,942百万円
顧客との契約から生じた債権(期末残高)      137,992
契約資産(期首残高)        3,337
契約資産(期末残高)        4,288
契約負債(期首残高)        4,482
契約負債(期末残高)        7,234

(収益認識に関する注記)
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、生活関連
商品及び木材製品を販売する事業等を含んでおります。

２　「外部顧客への売上高」は、顧客との契約から生じる収益及びその他の収益が含まれ
ておりますが、その他の収益に重要性が乏しいため、顧客との契約から生じる収益と
の区分表示はしておりません。

２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、(連結計算書類作成の

ための基本となる重要な事項に関する注記等)「４ 会計方針に関する事項（4）収益及び費
用の計上基準」に記載のとおりであります。

３ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

  契約資産は工事契約等において、履行義務の充足に係る進捗度の測定に基づいて認識し
た収益にかかる未請求の債権であります。
  契約負債は、商品販売取引にかかる顧客からの前受金に関連するものであり、流動負債
の「その他」に含めて表示しております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されま
す。
  なお、当連結会計年度に認識した収益の金額のうち期首現在の契約負債残高に含まれて
いた金額は4,228百万円です。
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連結注記表

当連結会計年度

１年以内       4,853百万円

１年超２年以内       3,562

２年超３年以内         578

３年超４年以内         235

４年超５年以内          44

合計       9,274

１ １株当たり純資産額 5,696円13銭

２ １株当たり当期純利益 571円06銭

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 569円38銭

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益 12,020百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 12,020百万円

普通株式の期中平均株式数 21,049千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数

61千株

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
  当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の
便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めて
おりません。未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期
間は以下のとおりであります。

(１株当たり情報に関する注記)

（注）１ １株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に役員報酬BIP信託が保
有する当社株式(期末発行済株式数188千株)を含めております。

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであり
ます。

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算
において控除する自己株式数に役員報酬BIP信託が保有する当社株式(期中平均株式数193千株)を含
めております。
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(重要な後発事象に関する注記)

   該当事項はありません。

(その他の注記)

記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

②その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの  時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等            移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 主として移動平均法による原価法

                                             （貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

                                             切下げの方法により算定）

２ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。

                        　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）及び賃貸用固定資産、並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については、定額法によっており

ます。

無形固定資産 定額法によっております。

                          ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
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個別注記表

３ 引当金の計上基準

貸倒引当金 　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 　従業員に対する賞与支給に備え、賞与支給見込額を計上してお

ります。

役員賞与引当金 　役員に対する賞与支給に備え、当事業年度における支給見込額

を計上しております。

株式給付引当金   当社の執行役員への当社株式の交付又は金銭の給付に備えるた

め、役員報酬BIP信託に関する株式交付規程に基づき、当事業年

度における交付等見込額を計上しております。

役員株式給付引当金   当社の取締役への当社株式の交付又は金銭の給付に備えるた

め、役員報酬BIP信託に関する株式交付規程に基づき、当事業年

度における交付等見込額を計上しております。

退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

　なお、退職給付信託を設定したことにより、年金資産額が退職

給付債務見込額に未認識過去勤務費用等を加減した額を超過した

為、経過的に前払年金費用として貸借対照表の投資その他の資産

の「その他」に計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ

ております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（４年）による定額法により按

分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理しておりま

す。
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４ 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ

ります。

①商品販売等

顧客との契約の中で当社が販売する商品については、原則としてそれぞれの契約に応

じて契約単位を履行義務として、検収基準等の約束した商品を顧客に移転することによ

って履行義務を充足した一時点で収益を認識しておりますが、商品の国内販売において

は、出荷時から顧客への商品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で

収益を認識しております。ただし、商品販売取引に、設置・試運転調整等を含む場合で

契約単位により履行義務を識別し、商品の引渡と設置・試運転調整の履行義務が分かれ

ている場合には、商品は検収基準等、設置・試運転調整等は作業完了時にそれぞれ収益

を認識し、また商品の引渡と設置・試運転調整の履行義務が分かれていない場合は、履

行義務が単一として設置・試運転調整等の作業完了時に一括で収益を認識することとし

ております。

ただし、一部の取引については、収益認識基準等に定める支配移転の要件を満たすと

判断されるため、商品の納品・検収単位を履行義務として納品検収の都度、収益を認識

しております。

なお、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引に

ついては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を算定して

おります。

②工事契約

当社における工事契約については、原則として一定期間にわたり履行義務が充足する

と判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。ただし、工

事期間が短期間の場合等には、工事完了時に収益を認識しております。
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５ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

 (1)ヘッジ会計の方法　　   繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について、

                           振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しておりま

                           す。

 (2)退職給付に係る会計処理   退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、

                             連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっており

                             ます。

(会計方針の変更に関する注記)

   該当事項はありません。

(会計上の見積りに関する注記)

(関係会社株式及び関係会社出資金の評価)

当社は、当事業年度末日現在、関係会社株式26,697百万円及び関係会社出資金234百万円を

計上しております。

関係会社株式等の評価については、株式等を取得した会社ごとに純資産額（持分相当額）

の他、取得時に見込んだ将来の事業計画の達成状況を確認すること等により、評価損の計上

の要否を判断しております。

当事業年度においては、関係会社株式について減損処理を行い、458百万円の関係会社株式

評価損を計上しております。

将来の事業計画は、その効果が発現する期間、見積将来キャッシュ・フロー、成長率等に

ついて一定の仮定を設定しております。これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断によ

り決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果により影響を受ける可能性が

あり、見直しが必要になった場合、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性

があります。

(会計上の見積りの変更に関する注記)

該当事項はありません。
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１ 有形固定資産減価償却累計額 4,228百万円

２ 保証債務

関係会社に対する保証

営業取引に対する保証 393百万円

金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。

  従業員に対する保証 0百万円

短期金銭債権 22,363百万円

短期金銭債務

長期金銭債権

29,525百万円

150百万円

関係会社に対する売上高 14,481百万円

関係会社からの仕入高 4,264百万円

関係会社との間の営業取引以外の取引高 1,942百万円

(貸借対照表に関する注記)

３ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(損益計算書に関する注記)

    関係会社との取引高
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株式の種類
当事業年度期首

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 1,068千株 1千株 23千株 1,045千株

 単元未満株式の買取請求による増加                                        1千株

 新株予約権の行使による減少                                              5千株

 役員報酬BIP信託口の株式売却又は交付による減少                          17千株

 単元未満株式の買増請求による減少                                        0千株

(株主資本等変動計算書に関する注記)

　自己株式に関する事項

（注）上記自己株式には、「役員報酬BIP信託」の信託口が保有する自己株式を含めております。

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

 減少数の内訳は、次のとおりであります。
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項　　目 金　　額

繰延税金資産

投資有価証券評価損 1,540百万円

賞与引当金 821

減価償却超過額 234

退職給付信託 189

未払事業税 156

株式給付引当金 97

棚卸資産評価損 65

その他 462

繰延税金資産小計 3,567

評価性引当額 △1,604

繰延税金資産合計 1,963

繰延税金負債

投資有価証券 △486

その他有価証券評価差額金 △2,170

繰延ヘッジ損益 △16

その他 △26

繰延税金負債合計 △2,700

繰延税金資産負債純額（△負債） △736

法定実効税率      30.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目       2.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目     △4.0

住民税均等割額等       0.5

評価性引当額の増減額     △3.3

賃上げ促進税制による税額控除     △2.2

その他     △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率      23.8

(税効果会計に関する注記)

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該
差異の原因となった主要な項目別の内訳
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種類 会社名 住所
資本金

(百万円)
事業の内容

議決権等の

所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の兼

任
事業上の関係

子会社  ㈱国興
長野県

諏訪市
   484

 機械・工具・電子機

 器等の販売
    100％ 有  商品の販売

グループ資金の集中

管理
－ 預り金 2,824

子会社
ユアサネオテ

ック㈱

東京都

千代田区 301
工作機械・ＦＡ関連

機器・工具等の販売
100％ 有 商品の販売

工作機械・ＦＡ関連

機器・工具等の販売
886 売掛金 7,111

グループ資金の集中

管理
－ 預り金 8,917

子会社
ユアサクオビ

ス㈱

東京都

千代田区
352

住宅設備・建設資材

の販売及び設置工事

の請負

100％ 有 商品の販売

住宅設備・建設資材

の販売
889 売掛金 3,300

グループ資金の集中

管理
－ 預り金 4,978

子会社
 ユアサプライム

 ス㈱

東京都

中央区
   450

 生活関連商品の製

 造・販売
    100％ 有  商品の販売

生活関連商品の製

造・販売
334 売掛金 2,820

(関連当事者との取引に関する注記)

子会社等

（注）１ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高（預り金を除く）には消費税等が含まれておりま

す。

      ２ 取引条件及び取引条件の決定方針等は、一般取引と同様であります。
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１ １株当たり純資産額 4,467円78銭

２ １株当たり当期純利益 434円52銭

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 433円24銭

損益計算書上の当期純利益 9,146百万円

普通株式に係る当期純利益 9,146百万円

普通株式の期中平均株式数 21,049千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数

61千株

(収益認識に関する注記)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表(収益認

識に関する注記)」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

(１株当たり情報に関する注記)

（注）１ １株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に役員報酬BIP信託が保
有する当社株式(期末発行済株式数188千株)を含めております。

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算
において控除する自己株式数に役員報酬BIP信託が保有する当社株式(期中平均株式数193千株)を含
めております。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

　記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 35 －


	表紙
	株主の皆様へ
	招集ご通知
	狭義招集
	議決権行使についてのご案内

	株主総会参考書類
	取締役選任議案
	監査役選任議案
	補欠監査役選任議案
	取締役等に対する株式報酬等の額及び内容の一部改定議案

	事業報告
	企業集団の現状に関する事項
	事業の経過及びその成果
	背景用_概況
	概況

	部門別の営業の概況

	設備投資の状況
	資金調達の状況
	事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
	他の会社の事業譲受けの状況
	吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
	他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
	財産及び損益の状況の推移
	対処すべき課題
	ＹＵＡＳＡグループのサステナビリティ推進*
	重要な親会社及び子会社の状況
	主要な事業内容
	主要な拠点等
	従業員の状況
	主要な借入先及び借入額

	会社の株式に関する事項
	会社役員に関する事項
	会計監査人の状況
	会社の体制及び方針

	連結計算書類
	連結貸借対照表
	連結損益計算書
	連結株主資本等変動計算書

	計算書類
	貸借対照表
	損益計算書
	株主資本等変動計算書

	監査報告書
	連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
	計算書類に係る会計監査人の監査報告書
	監査役会の監査報告書

	地図
	表紙
	注記表
	会社の新株予約権等に関する事項
	業務の適正を確保するための体制
	連結注記表
	個別注記表




